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イ
ン
ド
洋
西
海
域
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
海
賊
と
ム
ガ
ル
朝
の
対
応

　
　

オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
と
の
交
渉
を
事
例
と
し
て
、
一
六
九
〇
年　

一
七
一
〇
年　
　

嘉　

藤　
　

慎　

作

　
　
　
　
　

は　

じ　

め　

に

　

一
七
世
紀
末
葉
か
ら
一
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
イ
ン
ド
洋
西
海
域
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
海
賊
が
し
ば
し
ば
船
を
略
奪
し
、
同
海

域
で
貿
易
活
動
に
従
事
し
た
商
人
た
ち
に
甚
大
な
損
害
を
与
え
た
（
１
）。
中
で
も
、
イ
ン
ド
亜
大
陸
西
岸
に
位
置
し
た
ム
ガ
ル
朝
支
配
下
の

港
市
ス
ー
ラ
ト
に
お
い
て
貿
易
活
動
に
関
わ
っ
た
人
々
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
海
賊
の
活
動
に
よ
り
大
き
な
影
響
を
受
け
た
。
本
稿
は
、

こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
海
賊
問
題
を
巡
る
ム
ガ
ル
朝
と
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
と
の
間
の
交
渉
を
分
析
し
、
ム
ガ
ル
朝
の
海
賊
問
題
へ

の
対
応
と
そ
の
主
張
の
内
容
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
反
応
を
考
察
す
る
。

　

当
該
時
期
の
イ
ン
ド
洋
西
海
域
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
海
賊
問
題
と
ス
ー
ラ
ト
に
お
け
る
貿
易
活
動
へ
の
影
響
に
関
し
て
は
、
J
・

ビ
ッ
ド
ル
フ
、
A
・
ラ
イ
ト
、
J
・
サ
ル
カ
ー
ル
ら
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ビ
ッ
ド
ル
フ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
海
賊
の
活
動
や
そ
の
背

景
を
明
ら
か
に
し
た
（
２
）。
ラ
イ
ト
は
、
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
が
こ
の
問
題
に
関
す
る
ム
ガ
ル
朝
の
措
置
に
よ
っ
て
陥
っ
た
苦
境
や
会

社
内
部
の
争
い
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
（
３
）。

一
方
で
、
サ
ル
カ
ー
ル
は
、
海
賊
へ
の
対
策
と
し
て
船
舶
を
護
送
す
る
こ
と
を
ヨ
ー
ロ
ッ

四
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パ
諸
会
社
に
強
制
す
る
た
め
に
、
ム
ガ
ル
朝
側
が
商
館
員
の
監
禁
な
ど
の
措
置
を
取
っ
た
こ
と
、
こ
れ
に
対
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
会
社

が
港
を
封
鎖
す
る
こ
と
で
ム
ガ
ル
朝
に
措
置
の
撤
回
を
求
め
た
こ
と
を
指
摘
し
た
（
４
）。

S
・
H
・
ア
ス
カ
リ
や
N
・
K
・
ミ
シ
ュ
ラ
は
サ

ル
カ
ー
ル
の
見
方
を
発
展
さ
せ
、
海
上
に
お
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
十
分
な
海
軍
力
を
持
た
な
い
ム
ガ
ル
朝
に
対
す
る
優
位
を
確

立
し
て
い
た
一
方
で
、
陸
上
に
お
い
て
は
、
ム
ガ
ル
朝
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
対
し
て
優
勢
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
（
５
）。

　

上
記
の
研
究
に
よ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
海
賊
の
活
動
や
そ
れ
が
ス
ー
ラ
ト
に
お
け
る
貿
易
活
動
、
中
で
も
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社

の
活
動
に
与
え
た
影
響
な
ど
は
か
な
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
諸
研
究
は
、
ム
ガ
ル
朝
・
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド

会
社
間
の
関
係
を
中
心
に
分
析
し
て
お
り
、
同
じ
く
こ
の
問
題
の
影
響
を
被
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
、
フ
ラ
ン
ス
の
両
東
イ
ン
ド
会
社
に
関
す

る
分
析
を
欠
く
。
ま
た
、
サ
ル
カ
ー
ル
、
ア
ス
カ
リ
、
ミ
シ
ュ
ラ
ら
は
、
海
上
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
、
陸
上
に
お
け
る
ム
ガ
ル

朝
の
優
位
性
を
強
調
し
、
両
者
の
関
係
を
二
項
対
立
的
に
捉
え
る
た
め
、
こ
の
海
賊
問
題
に
お
い
て
ム
ガ
ル
朝
が
講
じ
た
措
置
の
背
景

や
実
際
の
問
題
の
処
理
の
さ
れ
方
な
ど
に
つ
い
て
の
考
察
が
不
足
し
て
い
る
。

　

か
か
る
研
究
状
況
を
踏
ま
え
、
本
稿
は
、
一
六
九
〇
年
代
か
ら
一
七
〇
〇
年
代
に
か
け
て
の
イ
ン
ド
洋
西
海
域
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
海
賊
問
題
と
ス
ー
ラ
ト
に
お
け
る
貿
易
活
動
へ
の
影
響
に
つ
い
て
、
ム
ガ
ル
朝
・
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
間
の
同
問
題
に
関
す

る
交
渉
を
事
例
と
し
て
検
討
す
る
。
本
稿
が
ム
ガ
ル
朝
と
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
と
の
関
係
に
着
目
す
る
理
由
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

海
賊
問
題
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
と
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
立
場
の
違
い
に
あ
る
。
一
六
八
〇
年
代
以
降
、
ム
ガ
ル

朝
と
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
は
継
続
し
て
対
立
関
係
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
人
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
海
賊
の
中
心
を
担
っ
て
い

た
と
目
さ
れ
、
ス
ー
ラ
ト
の
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
職
員
は
ム
ガ
ル
朝
当
局
か
ら
特
に
厳
し
い
扱
い
を
受
け
た
。
こ
う
し
た
背
景
が
、
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イ
ン
ド
洋
西
海
域
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
海
賊
と
ム
ガ
ル
朝
の
対
応
　
　
嘉
藤

ム
ガ
ル
朝
と
イ
ギ
リ
ス
人
、
ひ
い
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
の
間
の
対
立
関
係
と
い
う
構
図
を
強
調
す
る
一
つ
の
要
因
に
な
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
一
六
九
九
年
に
イ
ギ
リ
ス
の
新
東
イ
ン
ド
会
社
が
ス
ー
ラ
ト
に
商
館
を
設
立
し
て
以
降
、
新
旧
両
会
社
の
間
で
ム
ガ
ル
朝
に

お
け
る
貿
易
を
巡
る
権
益
に
関
す
る
係
争
が
発
生
し
、
海
賊
問
題
に
関
す
る
ム
ガ
ル
朝
と
の
間
の
交
渉
も
、
こ
の
新
旧
両
会
社
間
の
争

い
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
複
雑
な
様
相
を
呈
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ム
ガ
ル
朝
と
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
と
の
関
係
は
、
海
賊
問
題
以

外
の
要
素
を
多
く
孕
ん
で
い
た
。
一
方
で
、
ム
ガ
ル
朝
・
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
間
で
は
海
賊
問
題
へ
の
対
応
を
主
た
る
争
点
と
し

て
交
渉
が
続
け
ら
れ
た
。
こ
の
両
者
の
関
係
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
同
問
題
へ
の
関
わ
り
に
加
え
、
単
な

る
二
項
対
立
の
構
図
を
越
え
、
ム
ガ
ル
朝
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
海
賊
問
題
へ
の
対
応
や
ス
ー
ラ
ト
に
お
け
る
貿
易
・
航
海
に
関
す
る
主
張

に
つ
い
て
よ
り
深
い
理
解
を
得
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
海
賊
問
題
に
関
す
る
ム
ガ
ル
朝
と
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
A
・
ダ
ー
ス
グ
プ
タ
が
、
ス
ー

ラ
ト
の
大
商
人
ア
ブ
ド
ゥ
ル
・
ガ
フ
ー
ル
の
行
動
の
意
図
に
注
目
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
と
ス
ー
ラ
ト
商
人
、
ス
ー
ラ
ト
地

方
当
局
の
三
者
間
で
お
こ
な
わ
れ
た
交
渉
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
（
６
）。

こ
れ
に
対
し
、
本
稿
は
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
と
ス
ー
ラ
ト
地

方
当
局
、
ム
ガ
ル
宮
廷
の
三
者
間
の
関
係
に
焦
点
を
当
て
て
、
以
下
の
三
点
に
つ
い
て
分
析
す
る
。

　

第
一
に
、
海
賊
問
題
に
際
し
て
地
方
当
局
と
宮
廷
が
そ
れ
ぞ
れ
が
担
っ
た
役
割
と
そ
の
相
互
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
、
ム
ガ
ル
朝
の

同
問
題
へ
の
対
応
を
考
察
す
る
。
ス
ー
ラ
ト
を
含
む
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
地
方
に
お
け
る
ム
ガ
ル
朝
の
海
事
に
対
す
る
態
度
は
長
ら
く
議
論

の
対
象
に
な
っ
て
き
た
。
か
つ
て
、
M
・
N
・
ピ
ア
ソ
ン
が
、
一
七
世
紀
初
頭
に
お
い
て
ム
ガ
ル
朝
は
貿
易
な
ど
の
海
事
に
対
し
て
不

四
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干
渉
・
無
関
心
と
い
う
立
場
を
と
っ
た
と
い
う
所
説
を
提
示
し
、
ダ
ー
ス
グ
プ
タ
は
、
ピ
ア
ソ
ン
の
所
説
を
支
持
し
て
一
八
世
紀
初
頭

に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
と
述
べ
た
（
７
）。

こ
れ
に
対
し
、
長
島
弘
は
少
な
く
と
も
一
七
世
紀
に
お
い
て
は
、
貿
易
に
関
し
て
ス
ー
ラ
ト
商

人
と
ム
ガ
ル
朝
が
十
分
に
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
、
ピ
ア
ソ
ン
の
所
説
を
批
判
し
て
い
る
（
８
）。

本
稿
は
こ
う
し
た
議
論
を
深

め
る
上
で
格
好
の
事
例
を
提
供
す
る
だ
ろ
う
。

　

第
二
に
、
ム
ガ
ル
朝
の
対
応
の
背
景
と
し
て
、
同
朝
が
お
こ
な
っ
た
海
賊
問
題
に
関
す
る
主
張
を
分
析
し
、
自
国
の
臣
民
の
海
上
交

通
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
立
場
を
示
し
た
の
か
を
議
論
す
る
。
第
三
の
論
点
は
、
ム
ガ
ル
朝
の
対
応
に
つ
い
て
の
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド

会
社
の
認
識
お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
反
応
で
あ
る
。
こ
の
第
二
・
第
三
の
論
点
の
分
析
を
通
じ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
海
賊
問
題
に
ま
つ
わ

る
両
者
の
係
争
が
い
か
に
し
て
解
決
さ
れ
た
の
か
を
検
討
し
、
ス
ー
ラ
ト
に
お
け
る
貿
易
や
航
海
に
関
す
る
両
者
の
利
害
関
係
を
明
ら

か
に
す
る
。

　

本
稿
で
は
、
ム
ガ
ル
朝
・
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
間
の
交
渉
に
焦
点
を
あ
て
る
た
め
、
史
料
と
し
て
、
未
刊
行
・
刊
行
の
オ
ラ
ン

ダ
東
イ
ン
ド
会
社
関
連
文
書
を
用
い
る
。
中
で
も
、
オ
ラ
ン
ダ
の
デ
ン
・
ハ
ー
グ
に
所
在
す
る
国
立
公
文
書
館 N

ationaal A
rchief （

以

下
、N

A

）
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
『
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
文
書
群D

e archieven van de Verenigde O
ostindische C

om
pagnie, 

1602–1795

』（
以
下
、V

O
C

）
の
う
ち
、「
到
来
文
書 O

vergekom
en brieven en papieren

」
に
含
ま
れ
る
、
バ
タ
ヴ
ィ
ア
政
庁
が
各
地

か
ら
の
報
告
書
を
基
に
作
成
し
た
「
一
般
政
務
報
告 G

enerale m
issiven

」（
以
下 G

M

）
と
、
ス
ー
ラ
ト
商
館
か
ら
バ
タ
ヴ
ィ
ア
あ
る
い

は
オ
ラ
ン
ダ
本
国
へ
と
送
ら
れ
た
報
告
書
を
主
と
し
て
利
用
す
る
。「
一
般
政
務
報
告
」
の
一
部
は
、
抜
粋
・
要
約
さ
れ
た
も
の
が
史
料

集
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
（
９
）。

こ
の
他
、
上
記
の
一
般
政
務
報
告
や
各
商
館
か
ら
の
報
告
書
を
基
に
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社

四
二
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イ
ン
ド
洋
西
海
域
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
海
賊
と
ム
ガ
ル
朝
の
対
応
　
　
嘉
藤

の
法
律
顧
問
を
務
め
た
ピ
ー
タ
ー
・
フ
ァ
ン
・
ダ
ム
が
、
一
六
〇
二
年
か
ら
一
七
〇
一
年
ま
で
の
各
商
館
の
状
況
な
ど
に
つ
い
て
ま
と

め
た
『
東
イ
ン
ド
会
社
に
関
す
る
記
述 Beschryvinge van de O

ostindische C
om

pagnie

』、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
が
ア
ジ
ア
に
お

い
て
現
地
諸
政
権
と
結
ん
だ
協
定
な
ど
を
収
集
し
た
史
料
集
『
オ
ラ
ン
ダ
領
イ
ン
ド
の
外
交
文
書
集
成 C

orpus D
iplom

aticum
 N

eerlando-

Indicum

』
も
併
せ
て
用
い
る
）
10
（

。

　
　
　
　
　

一　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
海
賊
問
題
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
会
社
に
よ
る
護
送

　
　
　
　
　
　
　

イ
ン
ド
洋
西
海
域
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
海
賊
と
ス
ー
ラ
ト

　

は
じ
め
に
、
イ
ン
ド
洋
西
海
域
に
お
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
海
賊
が
活
動
し
た
背
景
と
、
彼
ら
の
活
動
が
と
り
わ
け
ス
ー
ラ
ト
に
お
け

る
貿
易
活
動
に
関
わ
る
人
々
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
理
由
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
イ
ン
ド
洋
西
海
域
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
海
賊

の
活
動
が
、
同
海
域
で
の
海
上
交
通
に
関
わ
る
人
々
に
重
大
な
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
始
め
た
の
は
、
一
六
八
〇
年
代
の
こ
と
で
あ
る
。

一
六
八
三
年
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
と
オ
ラ
ン
ダ
人
を
含
む
海
賊
が
、
ペ
ル
シ
ア
湾
岸
か
ら
ス
ー
ラ
ト
へ
と
航
行
中
の
船
を
拿
捕
す
る
と

い
う
事
件
が
発
生
し
た
。
一
六
八
六
年
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
旗
を
掲
げ
た
船
が
紅
海
に
お
い
て
略
奪
を
働
き
、
そ
の
被
害
額
は
六
〇
万
ル

ピ
ー
に
及
ん
だ
）
11
（

。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
海
賊
の
経
歴
は
様
々
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
大
西
洋
、
カ
リ
ブ
海
で
海
賊
活
動
に
従
事
し
て
い
た
も
の
の
、
一
六
八

〇
年
代
に
駆
逐
さ
れ
て
イ
ン
ド
洋
に
活
動
の
場
を
移
し
た
者
が
数
多
く
存
在
し
た
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
や
オ
ラ
ン
ダ
の
東
イ
ン
ド
会
社

の
船
に
乗
組
員
と
し
て
イ
ン
ド
洋
に
到
来
し
、
そ
の
後
、
脱
走
し
た
り
反
乱
を
起
こ
し
た
り
し
て
海
賊
化
し
た
者
、
許
可
を
得
ず
に
イ

四
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ン
ド
洋
で
私
貿
易
商
人
と
し
て
貿
易
を
営
む
傍
ら
で
海
賊
活
動
に
従
事
し
た
者
も
い
た
。
中
に
は
、
大
西
洋
で
私
掠
を
お
こ
な
っ
て
い

た
が
、
そ
の
後
、
喜
望
峰
を
越
え
て
海
賊
と
し
て
活
動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
者
も
い
た
。
彼
ら
は
主
に
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
に
拠
点
を
お
い

て
活
動
し
、
イ
ン
ド
洋
西
海
域
を
航
海
す
る
船
を
略
奪
し
た
）
12
（

。
以
下
、
本
稿
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
・
オ
ラ
ン
ダ
・
フ
ラ
ン
ス
な
ど
各
東
イ

ン
ド
会
社
お
よ
び
ポ
ル
ト
ガ
ル
領
イ
ン
ド
に
属
さ
ず
、
イ
ン
ド
洋
西
海
域
に
お
い
て
商
船
や
巡
礼
船
に
対
し
て
無
差
別
に
略
奪
行
為
を

働
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
出
身
者
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
海
賊
と
し
て
扱
う
。

　

上
記
の
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
海
賊
の
活
動
は
、
と
り
わ
け
ス
ー
ラ
ト
に
お
け
る
貿
易
活
動
に
関
わ
る
人
々
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
。
と
い
う
の
も
、
ス
ー
ラ
ト
を
拠
点
と
し
た
商
人
た
ち
は
、
主
に
綿
布
を
ペ
ル
シ
ア
湾
や
紅
海
の
港
市
へ
と
輸
出
し
、
そ
れ
と
引
き

換
え
に
金
や
銀
な
ど
貴
金
属
を
輸
入
し
て
利
益
を
上
げ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ム
ガ
ル
朝
で
は
貴
金
属
を
ほ
と
ん
ど
産
出
し
な
か
っ
た

の
で
、
こ
の
貿
易
は
ム
ガ
ル
朝
に
と
っ
て
も
貨
幣
素
材
の
獲
得
の
た
め
に
重
要
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ス
ー
ラ
ト
に
は
、
毎
年
、
ム
ガ
ル

皇
帝
が
メ
ッ
カ
巡
礼
者
の
た
め
に
ジ
ッ
ダ
へ
と
派
遣
し
た
船
も
発
着
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ス
ー
ラ
ト
は
イ
ン
ド
洋
西
海
域
に
お

け
る
貿
易
や
航
海
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
）
13
（

。
さ
ら
に
、
一
七
世
紀
初
頭
以
降
、
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
フ
ラ
ン
ス
の
諸
東
イ
ン

ド
会
社
が
相
次
い
で
ス
ー
ラ
ト
に
商
館
を
開
設
し
、
こ
こ
を
イ
ン
ド
亜
大
陸
西
岸
部
に
お
け
る
重
要
な
拠
点
と
し
て
ム
ガ
ル
朝
領
内
に

お
け
る
貿
易
活
動
に
従
事
し
、
ム
ガ
ル
朝
に
と
っ
て
重
要
な
貴
金
属
を
輸
入
し
て
主
に
藍
や
綿
布
を
輸
出
し
た
）
14
（

。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
海
賊
の
活
動
は
、
ス
ー
ラ
ト
と
ペ
ル
シ
ア
湾
や
紅
海
の
港
市
と
の
間
を
結
ぶ
貿
易
に

直
接
被
害
を
与
え
た
ば
か
り
で
な
く
、
ム
ガ
ル
皇
帝
が
派
遣
す
る
巡
礼
船
の
運
行
を
も
脅
か
し
た
。
そ
の
上
、
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、

フ
ラ
ン
ス
の
諸
東
イ
ン
ド
会
社
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
海
賊
の
被
害
に
つ
い
て
責
任
を
問
わ
れ
、
彼
ら
の
ム
ガ
ル
朝
領
内
に
お
け
る
貿
易

四
三
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活
動
が
一
時
禁
止
さ
れ
る
事
態
も
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

海
賊
問
題
に
対
す
る
ム
ガ
ル
朝
の
対
応
〜
一
六
九
五
年
以
前
〜

　

一
六
九
〇
年
代
に
入
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
海
賊
に
よ
る
被
害
は
一
層
深
刻
化
し
た
。
一
六
九
一
年
、
紅
海
の
出
入
口
に
あ
た
る
バ
ー

ブ
・
ア
ル=

マ
ン
デ
ブ
海
峡
付
近
で
、
イ
ギ
リ
ス
旗
を
掲
げ
た
海
賊
が
、
ス
ー
ラ
ト
の
大
商
人
ア
ブ
ド
ゥ
ル
・
ガ
フ
ー
ル
の
船
一
隻
を

襲
撃
し
、
現
金
一
〇
〇
万
ル
ピ
ー
を
略
奪
す
る
と
い
う
事
件
が
起
き
た
。
ま
た
、
別
の
ス
ー
ラ
ト
商
人
が
保
有
す
る
船
二
隻
が
オ
ラ
ン

ダ
旗
を
掲
げ
た
海
賊
に
遭
遇
し
た
こ
と
も
報
告
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
事
件
を
受
け
、
ス
ー
ラ
ト
県
知
事
イ
ッ
テ
ィ
マ
ー
ド
・
ハ
ー
ン
は
、

直
ち
に
イ
ギ
リ
ス
人
と
オ
ラ
ン
ダ
人
に
よ
る
ス
ー
ラ
ト
市
へ
の
自
由
な
出
入
り
を
禁
止
し
た
。
ま
た
、
両
者
に
対
し
て
ム
ガ
ル
臣
民
の

船
の
安
全
な
航
海
を
保
護
す
る
よ
う
に
強
制
し
よ
う
と
し
た
）
15
（

。
当
時
、
ボ
ン
ベ
イ
の
南
方
に
位
置
す
る
ジ
ャ
ン
ジ
ー
ラ
を
拠
点
と
し
た

ス
ィ
ッ
デ
ィ
ー
と
呼
ば
れ
る
集
団
が
、
ム
ガ
ル
朝
の
た
め
に
イ
ン
ド
亜
大
陸
西
岸
沿
海
の
警
備
を
担
っ
て
い
た
）
16
（

。
し
か
し
、
彼
ら
の
み

で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
海
賊
に
対
抗
す
る
に
は
限
界
が
あ
っ
た
。

　

そ
の
後
、
ガ
フ
ー
ル
保
有
船
の
襲
撃
事
件
で
被
害
を
受
け
た
ト
ル
コ
系
商
人
数
名
が
、
ム
ガ
ル
皇
帝
ア
ウ
ラ
ン
グ
ゼ
ー
ブ
の
下
に
赴

い
て
、
被
害
に
つ
い
て
の
イ
ギ
リ
ス
人
の
責
任
を
訴
え
た
。
ア
ウ
ラ
ン
グ
ゼ
ー
ブ
は
、
海
賊
被
害
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
人
の
責
任
の
有

無
と
、
イ
ッ
テ
ィ
マ
ー
ド
・
ハ
ー
ン
が
イ
ギ
リ
ス
人
に
対
す
る
好
意
か
ら
彼
ら
の
行
動
を
黙
認
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
惑
に
つ

い
て
調
査
が
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
、
そ
の
た
め
に
近
衛
兵 ahadi 

を
一
名
、
ス
ー
ラ
ト
へ
と
派
遣
し
た
）
17
（

。

　

こ
の
間
、
イ
ッ
テ
ィ
マ
ー
ド
・
ハ
ー
ン
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
、
オ
ラ
ン
ダ
人
、
フ
ラ
ン
ス
人
に
対
し
て
、
海
賊
の
捜
索
と
略
奪
さ
れ
た

四
三
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商
品
の
奪
回
の
た
め
に
、
一
隻
ず
つ
船
を
提
供
す
る
よ
う
に
要
請
し
た
。
だ
が
、
こ
れ
ら
三
カ
国
の
人
々
は
要
請
を
拒
絶
し
た
。
そ
こ

で
、
イ
ッ
テ
ィ
マ
ー
ド
・
ハ
ー
ン
は
、
こ
の
要
請
を
受
諾
さ
せ
る
た
め
に
、
三
カ
国
人
の
ス
ー
ラ
ト
に
お
け
る
貿
易
活
動
を
禁
止
し
た
。

こ
の
や
り
と
り
の
報
告
を
受
け
た
ア
ウ
ラ
ン
グ
ゼ
ー
ブ
は
、
要
請
の
受
諾
を
よ
り
強
く
迫
る
た
め
に
、
三
カ
国
人
に
よ
る
貿
易
活
動
の

禁
止
の
範
囲
を
ム
ガ
ル
朝
全
土
に
広
げ
る
よ
う
に
、
宰
相
ア
サ
ド
・
ハ
ー
ン
に
命
じ
た
。
そ
し
て
、
一
六
九
三
年
初
め
に
は
、
勅
令
が

各
州
の
デ
ィ
ー
ワ
ー
ン
に
通
達
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
人
、
オ
ラ
ン
ダ
人
、
フ
ラ
ン
ス
人
に
よ
る
ム
ガ
ル
朝
領
内
全
域
に
お
け
る
貿
易
活
動

は
正
式
に
禁
止
さ
れ
た
）
18
（

。

　

オ
ラ
ン
ダ
人
は
、
貿
易
禁
止
令
は
由
々
し
き
事
態
で
あ
る
と
認
識
し
な
が
ら
も
、
す
ぐ
に
撤
回
さ
れ
る
と
楽
観
視
し
て
い
た
。
貿
易

禁
止
令
が
海
賊
の
捜
索
な
ど
へ
の
協
力
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
強
制
す
る
た
め
の
効
力
を
持
た
な
け
れ
ば
、
貿
易
活
動
の
禁
止
が
ス
ー
ラ

ト
の
商
業
に
与
え
る
打
撃
を
イ
ッ
テ
ィ
マ
ー
ド
・
ハ
ー
ン
が
直
ち
に
認
識
し
て
、
そ
の
こ
と
を
宮
廷
に
上
奏
す
る
と
考
え
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
オ
ラ
ン
ダ
の
ス
ー
ラ
ト
商
館
は
、
貿
易
禁
止
令
が
撤
回
さ
れ
て
再
び
平
和
裏
に
貿
易
活
動
が
で
き
る
よ
う
に
す
る

た
め
、
ス
ー
ラ
ト
地
方
当
局
と
の
間
で
交
渉
を
お
こ
な
っ
た
）
19
（

。
一
六
九
三
年
一
〇
月
二
日
付
の
ス
ー
ラ
ト
商
館
発
信
書
簡
に
よ
れ
ば
、

ス
ー
ラ
ト
商
館
員
の
予
想
通
り
、
そ
の
後
、
ム
ガ
ル
宮
廷
か
ら
ム
ガ
ル
朝
全
域
に
お
け
る
貿
易
活
動
の
再
開
を
認
め
る
旨
が
通
達
さ
れ

た
と
い
う
。
ま
た
、
こ
の
間
、
ガ
フ
ー
ル
の
船
が
再
び
紅
海
に
お
い
て
海
賊
の
被
害
を
受
け
た
が
、
そ
の
際
に
ス
ー
ラ
ト
地
方
当
局
は

何
の
措
置
も
取
ら
な
か
っ
た
）
20
（

。

　

一
六
九
〇
年
代
前
半
に
本
格
化
し
た
イ
ン
ド
洋
西
海
域
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
海
賊
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、
地
方
当
局
・
宮
廷
共
に
事
件

を
精
査
し
、
貿
易
禁
止
令
な
ど
本
格
的
な
対
応
を
取
る
こ
と
に
な
り
、
ス
ー
ラ
ト
の
商
業
は
一
時
的
に
大
き
く
混
乱
し
た
。
に
も
か
か

四
三
二
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わ
ら
ず
、
こ
の
時
点
で
は
、
被
害
を
受
け
た
の
が
商
人
の
船
の
み
で
あ
り
、
ま
た
、
各
東
イ
ン
ド
会
社
の
海
賊
へ
の
関
与
を
断
定
で
き

な
か
っ
た
た
め
、
地
方
当
局
・
宮
廷
共
に
貿
易
の
利
益
を
優
先
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
会
社
に
貿
易
活
動
を
再
開
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

ガ
ン
ジ
・
サ
ワ
ー
イ
ー
号
襲
撃
事
件
と
護
送
船
の
就
航

　

一
六
九
五
年
九
月
に
ム
ガ
ル
皇
帝
保
有
船
ガ
ン
ジ
・
サ
ワ
ー
イ
ー
号
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
海
賊
に
襲
撃
さ
れ
る
と
、
ス
ー
ラ
ト
の
貿
易

は
再
び
混
乱
し
た
。
こ
の
年
は
、
通
常
よ
り
遅
く
、
九
月
一
四
日
か
ら
一
六
日
に
か
け
て
、
よ
う
や
く
一
〇
隻
の
船
が
ジ
ッ
ダ
や
モ
カ

か
ら
ス
ー
ラ
ト
へ
と
帰
還
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
中
に
ガ
ン
ジ
・
サ
ワ
ー
イ
ー
号
や
ア
ブ
ド
ゥ
ル
・
ガ
フ
ー
ル
の
船
の
姿
は
な
か
っ
た
。

同
一
六
日
夜
、
ガ
ン
ジ
・
サ
ワ
ー
イ
ー
号
か
ら
送
ら
れ
た
小
舟
一
艘
が
ス
ー
ラ
ト
に
到
着
し
、
ガ
ン
ジ
・
サ
ワ
ー
イ
ー
号
が
ダ
マ
ン
近

海
で
海
賊
船
の
接
近
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
た
。
ス
ー
ラ
ト
県
知
事
イ
ッ
テ
ィ
マ
ー
ド
・
ハ
ー
ン
は
、
即
座
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸

会
社
の
商
館
に
使
者
を
遣
り
、
ガ
ン
ジ
・
サ
ワ
ー
イ
ー
号
救
助
の
た
め
に
協
力
を
求
め
た
。
オ
ラ
ン
ダ
商
館
は
、
要
請
に
応
じ
て
小
型

船
二
隻
の
派
遣
を
決
定
し
た
）
21
（

。

　

そ
の
後
、
九
月
二
一
日
、
ガ
フ
ー
ル
の
船
が
ス
ー
ラ
ト
へ
と
帰
着
し
た
。
そ
の
乗
組
員
は
、
一
隻
の
イ
ギ
リ
ス
船
か
ら
襲
撃
を
受
け

て
死
傷
者
一
八
名
を
出
し
、
現
金
約
一
〇
万
ル
ピ
ー
が
奪
わ
れ
た
こ
と
を
報
告
し
た
。
こ
の
話
は
す
ぐ
に
ス
ー
ラ
ト
市
内
に
拡
散
し
、

ス
ー
ラ
ト
の
住
民
は
イ
ギ
リ
ス
人
に
対
し
て
激
昂
し
た
。
イ
ッ
テ
ィ
マ
ー
ド
・
ハ
ー
ン
は
、
暴
徒
が
イ
ギ
リ
ス
商
館
を
攻
撃
す
る
こ
と

を
危
惧
し
、
イ
ギ
リ
ス
商
館
に
護
衛
を
派
遣
し
た
）
22
（

。
続
い
て
、
九
月
二
三
日
、
ガ
ン
ジ
・
サ
ワ
ー
イ
ー
号
が
ス
ー
ラ
ト
に
帰
着
し
た
。

船
長
と
同
乗
者
た
ち
は
、
ボ
ン
ベ
イ
近
海
で
四
隻
の
イ
ギ
リ
ス
船
か
ら
襲
わ
れ
、
総
計
一
六
〇
万
な
い
し
二
〇
〇
万
ル
ピ
ー
の
損
害
を

四
三
三
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被
っ
た
と
報
告
し
た
。
こ
の
報
告
は
市
内
を
ま
す
ま
す
騒
然
と
さ
せ
た
。
イ
ッ
テ
ィ
マ
ー
ド
・
ハ
ー
ン
は
、
イ
ギ
リ
ス
商
館
の
護
衛
を

更
に
増
員
し
て
暴
徒
の
急
襲
に
備
え
た
。
こ
れ
は
、
同
時
に
、
海
賊
と
の
関
連
が
疑
わ
れ
る
イ
ギ
リ
ス
人
を
商
館
に
監
禁
し
て
お
く
と

い
う
意
味
も
持
っ
た
）
23
（

。
さ
ら
に
、
イ
ッ
テ
ィ
マ
ー
ド
・
ハ
ー
ン
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
市
内
へ
の
出
入
り
を
禁
止
し
た
。
ま
た
、
イ
ギ
リ

ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
フ
ラ
ン
ス
の
各
商
館
に
使
者
を
送
り
、
二
隻
の
船
を
供
出
し
て
翌
一
六
九
六
年
に
ス
ー
ラ
ト
・
モ
カ
間
を
航
海
す
る

船
を
護
送
す
る
よ
う
に
要
請
し
た
）
24
（

。

　

オ
ラ
ン
ダ
商
館
は
、
護
送
船
を
提
供
す
る
権
限
を
持
た
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
こ
の
要
請
に
難
色
を
示
し
た
。
イ
ッ
テ
ィ
マ
ー
ド
・

ハ
ー
ン
は
、
護
送
船
の
供
出
を
拒
否
す
れ
ば
、
宮
廷
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
ム
ガ
ル
朝
領
内
に
お
け
る
貿
易
活
動
を
禁
止
す
る
見
込
み
で

あ
る
と
伝
え
た
。
そ
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
船
の
ス
ー
ラ
ト
か
ら
の
出
港
を
禁
止
し
て
圧
力
を
か
け
、
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
ル
イ
ス
・
デ
・
ケ

イ
ゼ
ル
に
護
送
船
の
供
出
を
認
め
る
証
書
を
差
し
出
す
よ
う
に
迫
っ
た
の
で
あ
る
）
25
（

。

　

デ
・
ケ
イ
ゼ
ル
は
、
貿
易
活
動
の
禁
止
を
回
避
す
る
た
め
、
バ
タ
ヴ
ィ
ア
政
庁
に
向
け
て
護
送
船
供
出
の
要
請
を
伝
え
た
）
26
（

。
だ
が
、

そ
の
後
、
ア
ウ
ラ
ン
グ
ゼ
ー
ブ
の
勅
令
に
よ
り
商
館
長
を
は
じ
め
と
し
て
オ
ラ
ン
ダ
人
は
ス
ー
ラ
ト
市
か
ら
の
離
脱
を
禁
止
さ
れ
た
。

ま
た
、
ス
ー
ラ
ト
市
の
役
人
か
ら
は
様
々
な
脅
迫
を
受
け
る
な
ど
、
オ
ラ
ン
ダ
人
に
と
っ
て
の
状
況
は
さ
ら
に
悪
化
し
た
。
輸
出
用
の

商
品
も
差
し
押
さ
え
ら
れ
、
一
六
九
五
年
末
に
は
、
八
隻
の
空
荷
の
オ
ラ
ン
ダ
船
が
ス
ー
ラ
ト
か
ら
の
出
港
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
こ

れ
は
、
ス
ー
ラ
ト
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
貿
易
に
大
き
な
損
害
を
与
え
た
。
こ
う
し
た
圧
力
に
屈
す
る
形
で
、
デ
・
ケ

イ
ゼ
ル
は
、
バ
タ
ヴ
ィ
ア
政
庁
か
ら
の
指
示
を
待
た
ず
に
、
翌
一
六
九
六
年
に
つ
い
て
護
送
船
二
隻
の
提
供
を
約
束
す
る
証
書
を
イ
ッ

テ
ィ
マ
ー
ド
・
ハ
ー
ン
に
差
し
出
し
た
の
で
あ
る
）
27
（

。
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こ
の
間
、
バ
タ
ヴ
ィ
ア
政
庁
は
、
ピ
ー
テ
ル
・
ケ
ッ
テ
ィ
ン
フ
を
新
た
に
ス
ー
ラ
ト
商
館
長
に
任
命
し
、
同
地
へ
と
派
遣
し
て
い
た
。

ケ
ッ
テ
ィ
ン
フ
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
の
交
戦
状
態
を
理
由
に
、
護
送
船
の
提
供
を
拒
否
す
る
よ
う
に
指
示
を
受
け
た
。
た
だ
し
、
こ
の
説

明
が
認
め
ら
れ
ず
、
貿
易
活
動
の
停
止
な
ど
会
社
が
損
害
を
被
る
事
態
が
発
生
す
る
場
合
、
護
送
船
を
提
供
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
）
28
（

。

こ
う
し
た
経
緯
も
あ
り
、
ケ
ッ
テ
ィ
ン
フ
の
ス
ー
ラ
ト
到
着
後
で
あ
り
な
が
ら
も
、
一
六
九
六
年
に
は
、
デ
・
ケ
イ
ゼ
ル
の
証
書
に
基

づ
い
て
ス
ー
ラ
ト
・
紅
海
諸
港
間
に
二
隻
の
護
送
船
が
就
航
し
た
。

　

ケ
ッ
テ
ィ
ン
フ
の
ス
ー
ラ
ト
到
着
後
も
オ
ラ
ン
ダ
商
館
の
輸
出
商
品
は
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
ま
ま
で
あ
り
、
一
六
九
六
年
五
月
一
六

日
に
は
、
再
び
六
隻
の
船
が
空
の
状
態
で
の
出
港
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
こ
の
状
況
に
鑑
み
て
、
バ
タ
ヴ
ィ
ア
政
庁
は
、
一
六
九
七
年

に
も
護
送
船
二
隻
を
提
供
す
る
こ
と
を
ス
ー
ラ
ト
商
館
に
許
可
し
た
）
29
（

。
そ
し
て
、
一
六
九
六
年
九
月
二
六
日
、
ケ
ッ
テ
ィ
ン
フ
と
イ
ッ

テ
ィ
マ
ー
ド
・
ハ
ー
ン
と
の
間
で
護
送
船
提
供
に
関
す
る
証
書
が
交
わ
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
ム
ガ
ル
朝

領
内
に
お
け
る
自
由
な
取
引
を
認
め
る
勅
令
が
発
布
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
さ
ら
に
九
隻
の
船
を
ス
ー
ラ
ト
に
招
集
す
る
な
ど
し
て
ス
ー

ラ
ト
県
知
事
に
圧
力
を
か
け
て
、
彼
が
差
し
押
さ
え
て
い
た
商
品
を
解
放
さ
せ
、
オ
ラ
ン
ダ
の
ス
ー
ラ
ト
商
館
は
貿
易
活
動
を
再
開
し

た
の
で
あ
る
）
30
（

。

　

ガ
ン
ジ
・
サ
ワ
ー
イ
ー
号
の
略
奪
を
巡
る
一
連
の
出
来
事
に
お
い
て
は
、
護
送
船
の
供
出
を
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
が
認
め
る
ま

で
輸
出
を
禁
止
し
続
け
る
な
ど
、
以
前
に
比
し
て
、
ム
ガ
ル
朝
側
は
強
硬
な
姿
勢
を
見
せ
た
。
こ
の
姿
勢
の
変
化
の
一
番
の
要
因
は
、

皇
帝
の
持
つ
巡
礼
船
が
襲
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
宗
教
面
で
の
重
要
性
に
加
え
、
皇
帝
の
巡
礼
船
に
は
多
く
の
商
品
も
積
載

さ
れ
て
お
り
、
経
済
面
で
も
大
き
な
意
義
を
持
っ
た
）
31
（

。
さ
ら
に
、
本
件
で
は
、
ガ
ン
ジ
・
サ
ワ
ー
イ
ー
号
に
乗
船
し
て
い
た
、
高
名
な

四
三
五



72

東
　
　
洋
　
　
学
　
　
報

第
一
〇
〇
巻
　

第
四
号

ア
イ
ダ
ル
ー
ス
家
の
女
性
も
暴
行
を
受
け
て
い
た
）
32
（

。
こ
れ
は
、
巡
礼
船
を
運
行
す
る
皇
帝
の
権
威
を
大
い
に
傷
つ
け
る
も
の
で
あ
っ
た

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
海
賊
問
題
を
め
ぐ
る
ム
ガ
ル
朝
の
対
応
を
整
理
す
る
と
、
ま
ず
、
事
件
発
生
の
報
告
を
受
け
た

ス
ー
ラ
ト
県
知
事
が
、
ス
ー
ラ
ト
に
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
対
し
て
、
襲
撃
を
受
け
た
船
の
救
難
要
請
や
ス
ー
ラ
ト
市
内
へ
の
出
入
り

の
禁
止
な
ど
の
措
置
を
と
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
さ
ら
に
、
事
態
を
改
善
す
る
た
め
に
、
船
の
護
送
や
海
賊
の
捜
索
・
拘
束
、
略
奪
さ

れ
た
商
品
の
奪
還
な
ど
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
対
し
て
求
め
、
そ
の
実
行
を
迫
る
た
め
に
貿
易
活
動
の
禁
止
や
商
館
員
の
監
禁
、
商
品
の

差
し
押
さ
え
と
い
っ
た
手
段
を
用
い
た
。

　

ス
ー
ラ
ト
県
知
事
が
ひ
と
ま
ず
自
己
の
判
断
で
対
策
を
講
じ
た
後
、
そ
の
報
告
を
受
け
た
宮
廷
は
、
必
要
に
応
じ
て
事
件
の
調
査
を

お
こ
な
っ
た
。
一
六
九
三
年
の
事
例
を
見
る
と
、
ス
ー
ラ
ト
県
知
事
の
講
じ
た
貿
易
活
動
の
禁
止
と
い
う
措
置
を
是
認
し
た
上
で
、
さ

ら
に
効
果
的
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
こ
の
措
置
の
適
用
範
囲
を
領
土
全
域
に
拡
大
し
て
い
る
。
他
方
で
、
一
六
九
五
年
の
事
例
で
は
、

勅
令
に
よ
っ
て
オ
ラ
ン
ダ
人
を
ス
ー
ラ
ト
市
内
に
閉
じ
込
め
て
、
さ
ら
に
貿
易
活
動
を
禁
止
す
る
可
能
性
を
示
し
て
、
ム
ガ
ル
朝
側
の

要
求
を
受
諾
す
る
よ
う
に
迫
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ム
ガ
ル
宮
廷
は
、
ス
ー
ラ
ト
県
知
事
の
講
じ
た
措
置
の
是
非
を
判
断
し
て
、

さ
ら
に
必
要
な
追
加
措
置
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

護
送
と
そ
の
問
題
点

　

一
六
九
六
年
に
ス
ー
ラ
ト
の
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
ケ
ッ
テ
ィ
ン
フ
と
ス
ー
ラ
ト
県
知
事
イ
ッ
テ
ィ
マ
ー
ド
・
ハ
ー
ン
と
の
間
で
交
わ
さ
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れ
た
護
送
に
関
す
る
証
書
の
内
容
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
）
33
（

。
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
は
、
一
〇
〇
〇
カ
ン
デ
ィ
（
約
三
三
三

ト
ン
）
級
の
戦
艦
二
隻
を
、
一
六
九
七
年
に
ス
ー
ラ
ト
・
紅
海
諸
港
間
を
航
行
す
る
皇
帝
お
よ
び
商
人
の
船
の
護
送
の
た
め
に
貸
与
し
、

航
行
中
に
海
賊
に
遭
遇
し
た
場
合
に
は
こ
れ
に
対
処
す
る
。
護
送
を
受
け
る
船
は
、
安
全
の
た
め
に
オ
ラ
ン
ダ
の
護
送
船
の
近
く
を
航

行
し
、
護
送
船
か
ら
の
指
示
に
従
う
。
護
送
中
に
、
イ
ギ
リ
ス
船
や
フ
ラ
ン
ス
船
の
攻
撃
を
受
け
た
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
二
カ
国
の
人
々

が
責
任
を
負
う
。
オ
ラ
ン
ダ
人
は
、
天
災
や
座
礁
な
ど
事
故
に
よ
る
被
害
の
責
任
を
負
わ
な
い
。
護
送
船
の
提
供
と
引
き
換
え
に
、
オ

ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
は
、
ム
ガ
ル
朝
領
内
に
お
け
る
自
由
な
取
引
や
商
品
の
輸
送
が
保
障
さ
れ
る
。
翌
一
六
九
八
年
の
護
送
船
提
供

の
可
否
に
つ
い
て
は
、
バ
タ
ヴ
ィ
ア
政
庁
か
ら
の
指
示
に
従
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
証
書
で
は
、
護
送
船
の
運
用
や
そ
の
費
用
に
つ
い
て
も
条
件
が
定
め
ら
れ
た
。
護
送
船
の
運
行
費
用
は
、
大
型
船
は
一
隻
に
つ

き
四
万
ル
ピ
ー
、
小
型
船
は
三
万
ル
ピ
ー
と
見
積
も
ら
れ
、
そ
の
半
分
を
ム
ガ
ル
朝
お
よ
び
商
人
側
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ム

ガ
ル
朝
と
商
人
の
負
担
の
比
率
は
半
分
ず
つ
で
あ
り
、
ム
ガ
ル
朝
は
ス
ー
ラ
ト
の
関
税
収
入
か
ら
そ
の
費
用
を
割
り
当
て
、
商
人
側
に

つ
い
て
は
護
送
を
受
け
る
船
に
積
載
さ
れ
る
商
品
に
課
税
し
て
こ
れ
を
賄
う
こ
と
に
な
っ
た
）
34
（

。
ま
た
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
に
は
、

護
送
船
に
自
ら
商
品
を
積
載
し
て
モ
カ
や
ジ
ッ
ダ
な
ど
で
取
引
す
る
こ
と
、
他
の
商
人
か
ら
貨
物
の
委
託
を
受
け
て
輸
送
料
を
稼
ぐ
こ

と
が
認
め
ら
れ
た
。

　

こ
の
護
送
船
の
運
行
費
用
に
関
す
る
条
項
か
ら
は
、
ガ
ン
ジ
・
サ
ワ
ー
イ
ー
号
襲
撃
事
件
の
後
、
ム
ガ
ル
朝
側
が
強
硬
な
姿
勢
を
見

せ
な
が
ら
も
、
現
実
的
な
提
案
も
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
対
す
る
貿
易
活
動
の
禁
止
は
、
取
引
に
関
わ
る

在
地
商
人
に
も
影
響
し
、
ス
ー
ラ
ト
の
商
業
に
損
害
を
も
た
ら
し
た
。
貿
易
活
動
の
禁
止
に
よ
る
損
害
を
軽
微
に
留
め
る
た
め
に
は
、

四
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早
々
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
か
ら
損
害
賠
償
や
護
送
船
の
供
出
に
関
し
て
譲
歩
を
引
き
出
す
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
護
送
船
の
提
供
を

求
め
る
交
渉
の
際
に
は
、
当
初
か
ら
護
送
船
の
運
行
費
用
を
工
面
す
る
方
法
を
考
え
提
案
し
て
い
た
の
で
あ
る
）
35
（

。

　

こ
の
証
書
に
よ
っ
て
、
ス
ー
ラ
ト
・
紅
海
諸
港
間
の
航
海
に
対
す
る
護
送
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
証
書
に
は
オ
ラ
ン
ダ
東

イ
ン
ド
会
社
に
よ
る
損
害
賠
償
に
つ
い
て
具
体
的
な
規
定
は
な
い
。
一
方
、
イ
ギ
リ
ス
船
と
フ
ラ
ン
ス
船
か
ら
攻
撃
を
受
け
た
場
合
に

は
そ
の
二
カ
国
の
人
々
が
責
任
を
負
い
、
ま
た
、
自
然
災
害
か
ら
生
じ
る
損
害
に
対
し
て
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
は
免
責
さ
れ
る
と

規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
、
護
送
時
に
そ
の
他
の
要
因
で
生
じ
た
被
害
に
つ
い
て
は
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
に

賠
償
が
求
め
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
以
前
に
、
事
件
に
際
し
て
ス
ー
ラ
ト
県
知
事
が
要
請
し
た
内
容
と
合
わ
せ
る
と
、
ム
ガ
ル
朝
が

オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
に
対
し
て
求
め
た
の
は
、
自
国
の
臣
民
の
航
行
に
際
し
て
護
送
に
よ
り
安
全
を
保
障
す
る
こ
と
、
仮
に
海
賊

に
よ
る
被
害
に
遭
っ
た
場
合
に
は
犯
人
を
拘
束
し
て
略
奪
さ
れ
た
も
の
を
奪
還
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
不
可
能
な
場
合
に
は
損
害
賠
償
を

す
る
こ
と
、
こ
の
三
点
で
あ
っ
た
。

　

一
六
九
六
年
と
一
六
九
七
年
に
は
そ
れ
ぞ
れ
オ
ラ
ン
ダ
の
護
送
船
二
隻
が
就
航
し
た
が
、
そ
こ
で
護
送
を
め
ぐ
る
い
く
つ
か
の
問
題

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
一
つ
は
護
送
費
の
問
題
で
あ
る
。
護
送
費
の
一
部
を
賄
う
は
ず
で
あ
っ
た
貨
物
輸
送
か
ら
の
収
益
は
、
期
待
に

反
し
て
僅
か
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
原
因
は
二
つ
あ
っ
た
。
第
一
に
、
ス
ー
ラ
ト
県
知
事
に
新
た
に
着
任
し
た
ア
マ
ー
ナ
ト
・
ハ
ー

ン
が
、
商
人
に
対
し
て
恐
喝
な
ど
を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
商
人
た
ち
は
、
彼
の
手
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
自
身

の
商
品
を
キ
ャ
ン
ベ
イ
か
ら
積
み
出
し
て
い
た
と
い
う
）
36
（

。
第
二
に
、
護
送
船
の
就
航
に
よ
り
、
紅
海
へ
の
航
路
の
安
全
性
の
高
ま
り
を

認
識
し
た
商
人
た
ち
が
、
積
極
的
に
自
身
の
船
で
商
品
を
運
び
始
め
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
船
を
持
つ
商
人
は
、
他
の
商
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人
の
商
品
輸
送
に
も
従
事
す
る
よ
う
に
な
っ
た
）
37
（

。
こ
の
よ
う
に
、
ス
ー
ラ
ト
県
知
事
の
横
暴
と
船
を
持
つ
商
人
の
積
極
的
な
商
品
輸
送

に
よ
り
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
は
、
当
初
の
想
定
よ
り
も
貨
物
輸
送
料
を
稼
ぎ
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

ま
た
、
護
送
を
受
け
る
船
の
挙
動
に
も
問
題
が
あ
っ
た
。
上
述
の
護
送
に
ま
つ
わ
る
証
書
に
は
、
護
送
を
受
け
る
船
は
オ
ラ
ン
ダ
船

の
指
示
に
従
っ
て
航
行
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
一
方
、
ム
ガ
ル
臣
民
の
船
が
そ
う
し
た
指
揮
の
下
で
航
行
す
る
こ
と
に
は
不

慣
れ
で
あ
る
こ
と
を
、
イ
ッ
テ
ィ
マ
ー
ド
・
ハ
ー
ン
は
懸
念
し
て
い
た
）
38
（

。
そ
の
懸
念
の
通
り
、
護
送
を
受
け
る
船
の
準
備
不
足
に
よ
っ

て
出
発
の
遅
延
な
ど
の
問
題
が
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
）
39
（

。

　

一
六
九
六
年
・
一
六
九
七
年
の
間
に
は
海
賊
に
よ
る
被
害
も
生
じ
ず
、
海
上
交
通
の
保
全
と
い
う
点
で
は
、
護
送
体
制
の
運
用
は
成

功
し
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
貨
物
輸
送
に
よ
る
収
益
は
低
調
で
あ
り
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
は
自
ら
取
引
を
し
て
利
益
を
上
げ

る
必
要
が
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
護
送
に
よ
っ
て
ス
ー
ラ
ト
商
人
の
紅
海
地
域
に
お
け
る
取
引
も
活
発
化
し
た
。
ス
ー
ラ
ト
で
オ
ラ
ン
ダ

人
か
ら
購
入
し
た
商
品
を
紅
海
地
域
へ
と
運
ん
で
販
売
す
る
者
も
お
り
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
が
同
地
域
に
お
け
る
貿
易
で
利
益

を
上
げ
る
こ
と
も
容
易
で
は
な
か
っ
た
）
40
（

。
一
六
九
八
年
に
つ
い
て
も
、
護
送
船
の
提
供
が
約
束
さ
れ
、
同
年
三
月
二
七
日
に
は
二
隻
の

護
送
船
が
就
航
し
た
も
の
の
、
護
送
船
の
供
出
に
は
不
利
な
点
が
多
く
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
は
契
約
更
新
の
拒
否
を
望
ん
で
い

た
）
41
（

。

四
三
九
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二　

海
上
交
通
の
保
全
を
め
ぐ
る
問
題
と
そ
の
帰
結

　
　
　
　
　
　
　
「
誓
約
書
」
に
基
づ
く
安
全
保
障

　

一
六
九
八
年
に
出
航
し
た
オ
ラ
ン
ダ
の
護
送
船
は
、
ム
ガ
ル
皇
帝
船
が
モ
カ
で
の
逗
留
を
続
け
た
た
め
、
同
船
の
出
航
を
待
っ
た
。

そ
し
て
、
一
六
九
九
年
三
月
三
〇
日
、
よ
う
や
く
ス
ー
ラ
ト
へ
と
帰
還
し
た
。
護
送
を
受
け
た
船
は
ス
ー
ラ
ト
ま
で
の
航
海
を
無
事
に

終
え
た
。
一
方
、
護
送
船
か
ら
の
指
示
を
無
視
し
て
先
行
し
た
船
、
後
に
残
り
遅
れ
て
出
発
し
た
船
も
あ
っ
た
。
護
送
無
し
で
先
行
し

た
船
の
中
に
は
、
ス
ー
ラ
ト
商
人
ハ
サ
ン
・
ハ
マ
ダ
ー
ニ
ー
の
船
も
含
ま
れ
て
い
た
。
ハ
マ
ダ
ー
ニ
ー
は
、
海
賊
へ
の
恐
れ
は
不
要
と

判
断
し
、
ま
た
護
送
費
用
の
支
払
い
を
嫌
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
出
航
前
か
ら
護
送
船
は
不
要
で
あ
る
と
話
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
中
、

モ
カ
か
ら
の
帰
路
、
彼
の
船
は
イ
ギ
リ
ス
人
海
賊
に
よ
っ
て
襲
撃
さ
れ
、
巡
礼
者
を
含
む
乗
客
や
現
金
と
商
品
合
わ
せ
て
一
四
〇
万
ル

ピ
ー
相
当
が
略
奪
さ
れ
た
）
42
（

。

　

こ
の
事
件
を
受
け
て
、
ス
ー
ラ
ト
県
知
事
ア
マ
ー
ナ
ト
・
ハ
ー
ン
は
、
オ
ラ
ン
ダ
人
の
ス
ー
ラ
ト
市
内
へ
の
出
入
り
を
禁
止
し
て
、

商
館
内
に
監
禁
し
た
。
ま
た
、
住
民
に
は
、
オ
ラ
ン
ダ
人
と
の
貿
易
お
よ
び
彼
ら
へ
の
食
糧
の
販
売
を
禁
止
し
た
。
事
件
の
報
告
を
受

け
、
ム
ガ
ル
宮
廷
は
、
オ
ラ
ン
ダ
人
に
加
え
、
イ
ギ
リ
ス
人
と
フ
ラ
ン
ス
人
に
も
圧
力
を
か
け
る
こ
と
を
ア
マ
ー
ナ
ト
・
ハ
ー
ン
に
対

し
て
認
め
、
今
回
受
け
た
損
害
の
賠
償
、
海
賊
の
捜
索
と
そ
の
拘
束
、
今
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
海
賊
に
よ
っ
て
生
じ
る
損
害
の
賠
償
、

こ
の
三
点
へ
の
誓
約
を
三
カ
国
人
に
対
し
て
求
め
る
よ
う
に
命
令
を
下
し
た
。
さ
ら
に
、
彼
ら
が
こ
の
要
求
に
従
わ
な
い
場
合
、
ム
ガ

ル
朝
領
内
か
ら
追
放
す
る
よ
う
に
指
示
し
た
）
43
（

。

四
四
〇
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こ
の
結
果
、
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
ケ
ッ
テ
ィ
ン
フ
は
、
ム
ガ
ル
朝
側
の
要
求
を
認
め
て
、
今
後
、
ス
ー
ラ
ト
・
紅
海
諸
港
間
を
航
行
す

る
船
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
海
賊
に
よ
る
略
奪
を
受
け
た
場
合
、
略
奪
さ
れ
た
商
品
を
奪
還
し
て
、
海
賊
を
拘
束
し
、
ス
ー
ラ
ト
の
役
人
の

下
に
連
行
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
不
可
能
な
場
合
に
は
損
害
を
賠
償
す
る
こ
と
、
事
故
に
よ
る
被
害
の
責
任
を
負
わ
な
い
こ
と
、
今
後
、

ス
ー
ラ
ト
商
館
長
に
着
任
す
る
者
は
同
様
の
こ
と
を
履
行
す
る
こ
と
な
ど
を
認
め
る
「
誓
約
書 m

uchalka

」
を
ア
マ
ー
ナ
ト
・
ハ
ー
ン

に
対
し
て
提
出
し
た
）
44
（

。
そ
の
他
、
イ
ギ
リ
ス
人
は
ス
ー
ラ
ト
か
ら
マ
ラ
バ
ー
ル
海
岸
、
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
、
ベ
ン
ガ
ル
湾
、
ア
チ
ェ
、

マ
ニ
ラ
、
中
国
に
至
る
全
て
の
海
域
に
関
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
人
は
ペ
ル
シ
ア
湾
岸
と
マ
ス
カ
ト
周
辺
の
海
域
に
関
し
て
、
同
様
の
誓
約

書
を
提
出
し
た
）
45
（

。

　

オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
は
、「
誓
約
書
」
を
差
し
出
し
た
結
果
、
ス
ー
ラ
ト
・
紅
海
諸
港
間
に
お
け
る
海
上
交
通
の
保
全
を
担
う
こ

と
に
な
り
、
護
送
船
供
出
を
継
続
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
一
六
九
九
年
の
護
送
船
の
供
出
を
約
束
し
、
ア
マ
ー
ナ
ト
・
ハ
ー
ン
に

対
し
て
四
万
ル
ピ
ー
に
上
る
贈
与
も
お
こ
な
っ
て
、
よ
う
や
く
商
館
の
包
囲
は
解
か
れ
、
貿
易
活
動
の
再
開
が
認
め
ら
れ
た
）
46
（

。
こ
う
し

て
、
ス
ー
ラ
ト
か
ら
航
行
す
る
船
に
関
し
て
は
、
航
行
す
る
海
域
毎
に
イ
ギ
リ
ス
人
、
オ
ラ
ン
ダ
人
、
フ
ラ
ン
ス
人
に
よ
っ
て
安
全
保

障
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
「
誓
約
書
」
を
め
ぐ
る
係
争

　
「
誓
約
書
」
に
基
づ
く
海
上
交
通
の
安
全
保
障
は
大
き
な
問
題
を
孕
ん
で
い
た
。
そ
れ
は
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
が
負
う
責
任
の

範
囲
に
つ
い
て
で
あ
る
。「
誓
約
書
」
に
は
、
ス
ー
ラ
ト
・
紅
海
諸
港
間
で
生
じ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
海
賊
に
よ
る
被
害
の
責
任
を
オ
ラ
ン

四
四
一
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ダ
東
イ
ン
ド
会
社
が
負
う
と
い
う
こ
と
の
み
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
際
の
オ
ラ
ン
ダ
船
に
よ
る
護
送
の
有
無
に
関
す
る
規
定
は
存
在

し
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
オ
ラ
ン
ダ
船
に
よ
る
護
送
無
し
で
、
い
ち
早
く
航
海
に
乗
り
出
す
船
が
現
れ
た
。
目
的
地
へ
の
到
達
が
早

い
ほ
ど
、
商
品
販
売
に
よ
っ
て
よ
り
多
く
の
利
益
を
上
げ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
仮
に
海
賊
の
被
害
に
遭
っ
て
も
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ

ン
ド
会
社
が
損
害
を
賠
償
す
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
が
自
己
の
利
益
を
守
る
た

め
に
護
送
船
を
供
出
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
費
用
を
負
担
す
る
必
要
は
な
い
と
ス
ー
ラ
ト
商
人
が
考
え
た
た
め
、
護
送
費
用
の
支

払
い
も
滞
っ
た
）
47
（

。

　

貨
物
の
受
託
も
十
分
で
は
な
く
、
護
送
費
用
の
支
払
い
も
滞
り
、
ま
た
、
護
送
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
海
賊
に
よ
る

被
害
に
対
し
て
補
償
を
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
こ
と
で
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
に
と
っ
て
、「
誓
約
書
」
の
無
効
化
は
喫
緊
の
課

題
と
な
っ
た
。
バ
タ
ヴ
ィ
ア
政
庁
は
、
一
六
九
九
年
八
月
二
二
日
、
新
た
に
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
・
ツ
ヴ
ァ
ー
ル
デ
ク
ロ
ー
ン
を
ス
ー
ラ
ト

商
館
長
に
任
命
し
て
、
六
隻
の
船
に
水
夫
と
兵
士
合
計
八
六
〇
名
を
乗
せ
て
、
ス
ー
ラ
ト
へ
と
派
遣
し
、「
誓
約
書
」
の
無
効
化
を
目
指

し
た
）
48
（

。
だ
が
、
目
論
見
は
成
功
し
な
か
っ
た
。
結
局
の
所
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
側
が
譲
歩
す
る
形
で
、
一
七
〇
〇
年
か
ら
一
七

〇
二
年
ま
で
の
三
年
間
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
護
送
船
二
隻
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
間
、
一
七
〇
二
年
以
降
の
護
送
船
提
供

の
取
り
止
め
と
未
払
い
の
護
送
費
用
の
支
払
い
や
「
誓
約
書
」
の
無
効
化
を
求
め
る
交
渉
の
た
め
、
一
七
〇
一
年
初
め
に
バ
ニ
ヤ
商
人

の
ス
ン
ダ
ル
・
ダ
ー
ス
を
特
使
と
し
て
ア
ウ
ラ
ン
グ
ゼ
ー
ブ
の
下
に
派
遣
し
た
。
し
か
し
、
ス
ン
ダ
ル
・
ダ
ー
ス
は
交
渉
に
お
い
て
何

ら
成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
）
49
（

。

　

ま
た
、
一
七
〇
一
年
、
ア
ブ
ド
ゥ
ル
・
ガ
フ
ー
ル
の
船
二
隻
と
ミ
ー
ア
・
ム
ハ
ン
マ
ド
の
船
一
隻
が
モ
カ
か
ら
の
帰
路
、
オ
ラ
ン
ダ

四
四
二



79

イ
ン
ド
洋
西
海
域
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
海
賊
と
ム
ガ
ル
朝
の
対
応
　
　
嘉
藤

船
の
護
送
無
し
で
航
行
中
に
、
海
賊
に
よ
っ
て
略
奪
さ
れ
た
。
両
名
は
、
被
害
額
は
四
五
万
六
六
六
五
ル
ピ
ー
に
上
る
と
主
張
し
、「
誓

約
書
」
に
基
づ
く
賠
償
を
ス
ー
ラ
ト
商
館
に
求
め
た
。
賠
償
の
履
行
を
促
す
た
め
に
、
商
館
員
へ
の
暴
力
や
貿
易
活
動
の
停
止
と
い
う

手
段
が
用
い
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
ス
ー
ラ
ト
商
館
の
倉
庫
か
ら
仕
入
れ
値
に
し
て
九
万
四
四
五
七
ル
ピ
ー
相
当
の
香
辛
料
が
、
賠
償
金

代
わ
り
に
両
名
に
よ
っ
て
強
奪
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
勅
命
に
よ
っ
て
ア
フ
マ
ダ
ー
バ
ー
ド
や
ア
ー
グ
ラ
の
商
館
で
は
、
倉
庫
の
封
鎖
と

商
品
の
差
し
押
さ
え
が
お
こ
な
わ
れ
、
商
館
員
は
監
禁
さ
れ
た
）
50
（

。

　
「
誓
約
書
」
が
存
在
す
る
限
り
、
ス
ー
ラ
ト
商
人
は
、
自
身
の
船
が
被
害
に
遭
っ
て
も
賠
償
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
た
め
、

ス
ー
ラ
ト
商
館
に
対
し
て
費
用
を
払
っ
て
ま
で
護
送
を
受
け
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
も
は
や
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
に
と
っ
て
、
護

送
船
を
派
遣
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
無
意
味
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
下
、
バ
タ
ヴ
ィ
ア
政
庁
は
、
一
七
〇
二
年
九
月
三
〇
日
、
ス
ー

ラ
ト
に
向
け
て
ヘ
メ
ル
ト
号
を
派
遣
し
て
、
新
た
に
ス
ー
ラ
ト
商
館
長
に
着
任
し
て
い
た
ピ
ー
テ
ル
・
デ
・
フ
ォ
ス
に
対
し
て
指
示
を

与
え
た
。
そ
の
内
容
は
、
ス
ー
ラ
ト
に
お
い
て
オ
ラ
ン
ダ
商
館
を
め
ぐ
る
状
況
が
さ
ら
に
悪
化
す
る
場
合
は
、
ス
ー
ラ
ト
商
館
を
閉
鎖

し
て
、
前
記
の
ヘ
メ
ル
ト
号
に
商
館
員
と
商
品
や
現
金
を
乗
せ
て
バ
タ
ヴ
ィ
ア
に
引
き
上
げ
る
よ
う
に
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
ス
ー
ラ
ト
市
か
ら
の
離
脱
が
ス
ー
ラ
ト
地
方
当
局
か
ら
許
可
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
バ
タ
ヴ
ィ
ア
政
庁
が
報
復
措
置
を
取
る
と
い

う
こ
と
を
ス
ー
ラ
ト
地
方
当
局
に
対
し
て
表
明
す
る
こ
と
が
指
示
さ
れ
た
）
51
（

。

　
　
　
　
　
　
　
「
誓
約
書
」
無
効
化
に
向
け
た
交
渉

　

そ
う
し
た
中
、
一
七
〇
三
年
九
月
初
め
に
ア
ブ
ド
ゥ
ル
・
ガ
フ
ー
ル
と
カ
ー
シ
ム
バ
ー
イ
ー
の
船
が
海
賊
に
よ
っ
て
略
奪
さ
れ
る
と

四
四
三
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い
う
事
件
が
発
生
し
た
。
ス
ー
ラ
ト
県
知
事
に
新
た
に
就
任
し
て
い
た
イ
ッ
テ
ィ
バ
ー
ル
・
ハ
ー
ン
は
、
直
ち
に
オ
ラ
ン
ダ
商
館
と
イ

ギ
リ
ス
の
旧
会
社
の
商
館
を
占
拠
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
商
館
員
を
商
館
内
に
監
禁
し
、
食
糧
の
供
給
を
妨
害
し
た
。
さ
ら
に
両
東
イ
ン

ド
会
社
の
ス
ー
ラ
ト
に
お
け
る
仲
介
人
た
ち
を
拘
束
し
、
ガ
フ
ー
ル
た
ち
へ
の
賠
償
の
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
会
社
の
仲
介
人
に
三
〇

万
ル
ピ
ー
ず
つ
を
支
払
う
よ
う
に
迫
っ
た
）
52
（

。

　

他
方
、
バ
タ
ヴ
ィ
ア
政
庁
は
、「
誓
約
書
」
の
無
効
化
、
護
送
船
派
遣
の
停
止
、「
誓
約
書
」
が
原
因
で
会
社
が
被
っ
た
損
害
の
賠
償
、

歴
代
の
ム
ガ
ル
皇
帝
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
た
安
全
な
貿
易
活
動
へ
の
保
障
な
ど
を
勝
ち
取
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
ス
ー
ラ
ト
に
派

遣
さ
れ
た
ア
ド
リ
ア
ー
ン
・
パ
ー
レ
ン
ス
テ
イ
ン
の
船
団
は
、
途
中
、
次
々
と
ス
ー
ラ
ト
商
人
の
船
を
拿
捕
し
、
バ
ス
ラ
か
ら
ス
ー
ラ

ト
に
向
か
っ
て
い
た
ガ
フ
ー
ル
の
船
か
ら
一
〇
万
六
〇
〇
〇
ル
ピ
ー
を
奪
っ
た
。
九
月
末
に
ス
ー
ラ
ト
に
到
着
す
る
と
、
同
船
団
は
港

を
封
鎖
し
た
。
ガ
フ
ー
ル
の
船
が
略
奪
さ
れ
た
と
い
う
情
報
を
得
た
イ
ッ
テ
ィ
バ
ー
ル
・
ハ
ー
ン
は
、
オ
ラ
ン
ダ
船
団
が
さ
ら
に
他
の

船
を
攻
撃
す
る
こ
と
を
恐
れ
、
オ
ラ
ン
ダ
人
に
対
す
る
制
裁
措
置
を
弱
め
た
。

　

そ
の
後
、
イ
ッ
テ
ィ
バ
ー
ル
・
ハ
ー
ン
の
講
じ
た
オ
ラ
ン
ダ
商
館
の
包
囲
・
封
鎖
や
彼
ら
へ
の
食
糧
の
供
給
を
制
限
と
い
う
措
置
が

オ
ラ
ン
ダ
船
団
に
よ
る
ス
ー
ラ
ト
の
港
の
封
鎖
を
招
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
市
内
の
バ
ニ
ヤ
商
人
た
ち
に
資
金
の
供
出
を
強
制
し
た
こ

と
も
相
ま
っ
て
、
ス
ー
ラ
ト
市
で
は
彼
に
対
す
る
抗
議
運
動
が
展
開
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
て
、
ム
ガ
ル
宮
廷
は
、
彼
を

解
任
し
て
、
新
た
に
ナ
ジ
ャ
ー
バ
ト
・
ハ
ー
ン
を
ス
ー
ラ
ト
県
知
事
に
任
命
し
て
、
バ
ニ
ヤ
商
人
や
オ
ラ
ン
ダ
人
と
の
間
の
問
題
の
解

決
を
図
っ
た
。
一
七
〇
四
年
一
月
五
日
に
ナ
ジ
ャ
ー
バ
ト
・
ハ
ー
ン
が
ス
ー
ラ
ト
市
に
到
着
す
る
と
、
そ
の
翌
日
、
オ
ラ
ン
ダ
商
館
の

包
囲
は
解
か
れ
、
商
館
長
デ
・
フ
ォ
ス
と
ナ
ジ
ャ
ー
バ
ト
・
ハ
ー
ン
の
間
で
「
誓
約
書
」
の
無
効
化
に
向
け
て
交
渉
が
開
始
さ
れ
た
）
53
（

。
四
四
四
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交
渉
の
末
、
オ
ラ
ン
ダ
人
が
抑
留
し
て
い
た
ス
ー
ラ
ト
商
人
の
船
五
隻
は
、
ス
ー
ラ
ト
お
よ
び
ボ
ン
ベ
イ
で
解
放
さ
れ
た
。
同
時
に
、

ア
マ
ー
ナ
ト
・
ハ
ー
ン
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
た
「
誓
約
書
」
の
無
効
化
と
「
誓
約
書
」
が
原
因
で
生
じ
た
被
害
の
補
償
を
求
め
る
オ
ラ

ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
請
願
書
が
、
ア
ウ
ラ
ン
グ
ゼ
ー
ブ
の
下
に
届
け
ら
れ
た
。
内
容
を
把
握
し
た
ア
ウ
ラ
ン
グ
ゼ
ー
ブ
は
、「
誓
約

書
」
を
無
効
化
す
る
と
共
に
、
イ
ッ
テ
ィ
マ
ー
ド
・
ハ
ー
ン
県
知
事
時
代
に
合
意
し
た
内
容
で
護
送
船
を
提
供
す
る
こ
と
を
条
件
に
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と
ス
ー
ラ
ト
商
人
と
の
間
の
係
争
を
解
決
す
る
よ
う
に
命
令
を
下
し
た
。
一
七
〇
四
年
三
月
八
日
、
ナ
ジ
ャ
ー
バ
ト
・

ハ
ー
ン
は
、
一
通
の
証
書
を
デ
・
フ
ォ
ス
に
書
き
送
っ
て
こ
の
勅
令
の
内
容
を
伝
え
、
デ
・
フ
ォ
ス
宛
に
同
様
の
内
容
の
勅
令
が
改
め

て
発
給
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
。
こ
の
他
、「
誓
約
書
」
の
無
効
化
を
確
認
す
る
ス
ー
ラ
ト
の
裁
判
官 qazi 

の
証
書
と

勅
令
の
写
し
も
引
き
渡
し
た
）
54
（

。
こ
う
し
て
、
旧
来
通
り
の
護
送
船
の
提
供
を
条
件
に
、「
誓
約
書
」
は
無
効
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

上
記
の
一
七
〇
三
年
の
事
例
で
は
、
宮
廷
は
こ
れ
ま
で
と
異
な
り
、
ス
ー
ラ
ト
県
知
事
の
行
動
を
支
持
せ
ず
に
、
逆
に
彼
を
解
任
し

た
。
こ
れ
は
、
宮
廷
の
海
賊
問
題
に
対
す
る
関
与
が
、
決
し
て
ス
ー
ラ
ト
県
知
事
の
措
置
を
是
認
す
る
の
み
の
形
式
的
に
す
ぎ
な
い
も

の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ス
ー
ラ
ト
県
知
事
の
役
割
は
あ
く
ま
で
初
動
段
階
で
の
対
応
を
と
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
後
、

状
況
に
応
じ
て
宮
廷
が
正
式
な
処
遇
の
決
定
を
下
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

一
七
〇
七
年
の
和
解
協
定
締
結
と
一
七
〇
九
年
の
勅
令
に
よ
る
批
准

　

護
送
船
派
遣
を
拒
否
す
る
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
に
と
っ
て
、
上
記
の
護
送
船
派
遣
を
条
件
と
す
る
「
誓
約
書
」
の
無
効
化
は
、

不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
）
55
（

。
護
送
船
派
遣
の
義
務
を
撤
廃
す
る
こ
と
が
、
ス
ー
ラ
ト
・
紅
海
諸
港
間
の
航
行
の
保
全
を
義
務
付
け
る
「
誓

四
四
五
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約
書
」
の
完
全
な
無
効
化
で
あ
る
と
捉
え
、
会
社
は
ス
ー
ラ
ト
県
知
事
と
の
交
渉
を
継
続
す
る
こ
と
に
し
た
。
バ
タ
ヴ
ィ
ア
政
庁
は
、

ム
ガ
ル
朝
側
に
圧
力
を
か
け
て
交
渉
を
有
利
に
進
め
る
た
め
に
、「
ス
ー
ラ
ト
お
よ
び
ヒ
ン
ド
ゥ
ス
タ
ー
ン
に
帰
属
す
る
」
ム
ス
リ
ム
商

人
の
船
を
、
紅
海
か
ら
マ
ニ
ラ
に
至
る
ま
で
の
海
域
で
攻
撃
・
拿
捕
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。
こ
の
際
、
他
国
の
港
に
停
泊
中
の
船
へ

の
攻
撃
は
禁
止
し
、
ま
た
、
コ
ロ
マ
ン
デ
ル
海
岸
や
ベ
ン
ガ
ル
地
方
の
諸
港
に
帰
属
す
る
ム
ス
リ
ム
商
人
の
船
に
関
し
て
は
、
拿
捕
の

対
象
外
と
し
た
。
拿
捕
し
た
船
の
乗
員
の
扱
い
に
関
し
て
は
、
特
に
聖
職
者
、
巡
礼
者
、
女
性
に
対
し
て
危
害
を
加
え
な
い
よ
う
に
指

示
し
、
聖
職
者
や
巡
礼
者
の
「
庇
護
者 patroon

」
を
標
榜
す
る
ム
ガ
ル
皇
帝
の
敵
意
を
誘
わ
な
い
よ
う
に
細
心
の
注
意
を
払
っ
た
。
そ

し
て
、
メ
イ
ン
デ
ル
ト
・
デ
・
ブ
ー
ル
率
い
る
船
団
を
ス
ー
ラ
ト
へ
と
派
遣
し
た
）
56
（

。

　

デ
・
ブ
ー
ル
の
船
団
は
、
ス
ー
ラ
ト
に
到
着
す
る
と
、
前
年
と
同
様
に
ス
ー
ラ
ト
の
港
を
封
鎖
し
た
。
港
の
封
鎖
を
問
題
視
し
た
ア

ウ
ラ
ン
グ
ゼ
ー
ブ
は
、
そ
の
解
除
を
目
指
し
て
行
動
す
る
よ
う
に
ナ
ジ
ャ
ー
バ
ト
・
ハ
ー
ン
に
指
示
し
た
。
ナ
ジ
ャ
ー
バ
ト
・
ハ
ー
ン

は
直
ち
に
デ
・
ブ
ー
ル
た
ち
と
の
間
で
和
解
交
渉
に
入
っ
た
）
57
（

。
し
か
し
、
損
害
賠
償
や
護
送
船
供
出
義
務
の
免
除
を
め
ぐ
る
交
渉
は
難

航
し
た
。
交
渉
が
難
航
し
た
理
由
の
一
つ
は
、
賠
償
額
を
め
ぐ
る
両
者
の
見
解
の
相
違
で
あ
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
側
は
、

「
誓
約
書
」
の
発
行
以
降
に
生
じ
た
損
害
の
賠
償
金
と
し
て
二
〇
〇
万
ル
ピ
ー
以
上
を
請
求
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ス
ー
ラ
ト
県
知
事
側

は
、
当
初
、
五
〇
万
ル
ピ
ー
を
ス
ー
ラ
ト
商
人
側
か
ら
の
賠
償
額
と
し
て
提
案
し
た
。
最
終
的
に
、
ス
ー
ラ
ト
県
知
事
側
か
ら
は
八
〇

万
ル
ピ
ー
が
提
示
さ
れ
た
も
の
の
、
会
社
側
は
一
一
〇
万
ル
ピ
ー
ま
で
の
引
き
上
げ
を
求
め
た
こ
と
も
あ
り
、
交
渉
は
膠
着
状
態
に
陥
っ

た
）
58
（

。

　

こ
の
間
、
オ
ラ
ン
ダ
船
団
は
モ
カ
か
ら
ス
ー
ラ
ト
へ
と
帰
着
し
た
ス
ー
ラ
ト
商
人
の
船
二
隻
を
拿
捕
し
、
巡
礼
者
を
含
む
乗
員
を
拘

四
四
六
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束
し
た
。
そ
の
中
に
は
、
ヌ
ー
ル
・
ア
ル=

ハ
ッ
ク
と
フ
ァ
ハ
ル
・
ア
ル=

イ
ス
ラ
ー
ム
と
い
う
二
人
の
聖
職
者
も
含
ま
れ
て
い
た
。

こ
の
二
人
が
拘
束
さ
れ
た
と
い
う
報
告
を
受
け
て
、
ア
ウ
ラ
ン
グ
ゼ
ー
ブ
は
直
ち
に
二
人
を
含
む
乗
員
を
解
放
さ
せ
る
よ
う
に
、
ナ

ジ
ャ
ー
バ
ト
・
ハ
ー
ン
に
対
し
て
勅
令
を
発
し
た
。
そ
し
て
、
ナ
ジ
ャ
ー
バ
ト
・
ハ
ー
ン
と
オ
ラ
ン
ダ
船
団
の
交
渉
の
末
、
ヌ
ー
ル
・

ア
ル
＝
ハ
ッ
ク
ら
は
解
放
さ
れ
た
。
そ
れ
と
引
き
換
え
に
、
市
内
に
残
さ
れ
て
い
た
オ
ラ
ン
ダ
商
館
員
の
ス
ー
ラ
ト
市
か
ら
の
離
脱
が

認
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
、
ス
ー
ラ
ト
商
館
は
一
時
閉
鎖
さ
れ
た
。
最
終
的
に
、
交
渉
を
中
断
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
船
団
は
ス
ー
ラ
ト
を

離
れ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
一
七
〇
五
年
四
月
一
二
日
、
デ
・
フ
ォ
ス
ら
商
館
員
は
デ
・
ブ
ー
ル
の
船
団
と
共
に
バ
タ
ヴ
ィ
ア

に
向
け
て
出
発
し
た
）
59
（

。

　

デ
・
ブ
ー
ル
率
い
る
船
団
は
、
交
渉
再
開
の
た
め
に
、
一
七
〇
五
年
八
月
頃
に
再
び
ス
ー
ラ
ト
に
派
遣
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
年

の
デ
・
ブ
ー
ル
に
よ
る
遠
征
と
交
渉
は
全
く
成
果
を
あ
げ
な
か
っ
た
。
一
七
〇
五
年
七
月
に
は
新
た
に
ア
マ
ー
ナ
ト
・
ハ
ー
ン
が
ス
ー

ラ
ト
県
知
事
に
着
任
し
て
い
た
）
60
（

。
ア
マ
ー
ナ
ト
・
ハ
ー
ン
は
、
前
任
者
と
う
っ
て
変
わ
っ
て
強
硬
な
姿
勢
を
と
り
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン

ド
会
社
側
の
提
案
を
頑
な
に
拒
否
し
た
。
そ
し
て
、
停
泊
地
の
オ
ラ
ン
ダ
船
の
食
糧
や
水
、
薪
な
ど
の
必
需
品
の
供
給
を
差
し
止
め
さ

せ
た
。
結
果
、
交
渉
は
進
ま
ず
、
オ
ラ
ン
ダ
船
団
は
、
食
糧
不
足
な
ど
が
原
因
で
病
死
者
一
三
九
名
と
多
数
の
衰
弱
者
を
出
し
た
た
め
、

ス
ー
ラ
ト
の
停
泊
地
の
占
拠
を
や
め
て
、
一
七
〇
六
年
三
月
二
〇
日
、
コ
ー
チ
ン
を
経
由
し
て
バ
タ
ヴ
ィ
ア
へ
と
戻
る
こ
と
を
余
儀
な

く
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
事
情
も
あ
り
、
こ
の
間
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
は
、
ス
ー
ラ
ト
に
お
い
て
一
切
の
貿
易
を
お
こ
な
う
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
）
61
（

。

　

バ
タ
ヴ
ィ
ア
政
庁
は
、
一
七
〇
六
年
も
船
団
を
派
遣
す
る
こ
と
に
し
、
ヨ
ア
ン
ネ
ス
・
フ
ロ
ー
テ
ン
ハ
イ
ス
と
ピ
ー
テ
ル
・
ベ
ル
ナ
ー

四
四
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ル
ド
・
フ
ァ
ン
・
ブ
レ
ー
ン
を
新
た
に
船
団
の
指
揮
に
任
命
し
た
。
一
七
〇
六
年
八
月
七
日
に
フ
ァ
ン
・
ブ
レ
ー
ン
が
、
同
二
七
日
に

フ
ロ
ー
テ
ン
ハ
イ
ス
が
ス
ー
ラ
ト
に
向
け
て
バ
タ
ヴ
ィ
ア
を
出
発
し
た
）
62
（

。
一
〇
月
三
一
日
、
フ
ァ
ン
・
ブ
レ
ー
ン
が
ス
ー
ラ
ト
の
港
に

到
着
す
る
と
、
ア
マ
ー
ナ
ト
・
ハ
ー
ン
は
前
年
と
は
異
な
り
交
渉
に
前
向
き
な
姿
勢
を
見
せ
た
。
一
二
月
二
日
、
フ
ロ
ー
テ
ン
ハ
イ
ス

率
い
る
船
団
が
ス
ワ
ー
リ
ー
港
に
到
着
し
、
同
月
七
日
に
は
会
社
側
の
要
求
を
ア
マ
ー
ナ
ト
・
ハ
ー
ン
に
伝
え
た
）
63
（

。
一
七
〇
七
年
一
月

一
〇
日
、
ア
マ
ー
ナ
ト
・
ハ
ー
ン
が
会
社
側
の
要
望
に
基
づ
い
て
シ
ャ
ー
・
バ
ン
ダ
ル
の
ミ
ー
ル
・
ム
ハ
ン
マ
ド
・
サ
リ
ー
ム
を
ス
ー

ラ
ト
地
方
当
局
の
代
表
と
し
て
ス
ワ
ー
リ
ー
港
に
派
遣
す
る
と
、
本
格
的
な
交
渉
が
始
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
一
月
一
四
日
、
オ
ラ
ン
ダ

人
が
拿
捕
し
た
ス
ー
ラ
ト
商
人
の
船
と
商
品
を
返
還
し
た
後
、
ス
ー
ラ
ト
商
人
側
が
賠
償
金
八
一
万
一
〇
〇
〇
ル
ピ
ー
を
支
払
う
こ
と

で
妥
結
し
、
こ
の
賠
償
条
項
を
含
む
八
ヶ
条
の
和
解
協
定
が
結
ば
れ
た
。
和
解
協
定
は
す
ぐ
に
ア
マ
ー
ナ
ト
・
ハ
ー
ン
に
承
認
さ
れ
、

こ
れ
を
追
認
す
る
ム
ガ
ル
皇
帝
の
勅
令
を
獲
得
す
る
こ
と
も
決
め
ら
れ
た
）
64
（

。

　

一
七
〇
七
年
三
月
初
め
、
和
解
協
定
を
追
認
す
る
勅
令
を
発
行
す
る
前
に
ア
ウ
ラ
ン
グ
ゼ
ー
ブ
が
崩
御
し
、
北
イ
ン
ド
で
は
皇
位
継

承
戦
争
が
勃
発
し
た
。
こ
の
た
め
勅
令
の
獲
得
と
宮
廷
へ
の
使
節
の
派
遣
は
、
安
定
し
た
政
権
が
樹
立
さ
れ
る
ま
で
延
期
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
こ
の
間
、
正
式
な
勅
令
を
待
た
ず
に
、
フ
ロ
ー
テ
ン
ハ
イ
ス
は
和
解
協
定
に
基
づ
い
て
ス
ー
ラ
ト
商
館
を
再
設
し
、
貿
易

活
動
を
再
開
し
た
）
65
（

。

　

ア
マ
ー
ナ
ト
・
ハ
ー
ン
が
相
反
す
る
態
度
を
示
し
た
理
由
は
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
航
路
の
妨
害
に
よ
り
、
毎
年

派
遣
さ
れ
て
い
た
メ
ッ
カ
巡
礼
船
が
紅
海
に
向
け
て
出
発
で
き
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
記
の
通
り
、
ム
ガ
ル
皇
帝
は
巡

礼
者
の
「
庇
護
者
」
を
自
認
し
て
い
た
の
で
、
巡
礼
者
の
た
め
に
ス
ー
ラ
ト
か
ら
紅
海
に
向
け
て
の
航
路
を
確
保
す
る
こ
と
は
不
可
欠

四
四
八
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イ
ン
ド
洋
西
海
域
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
海
賊
と
ム
ガ
ル
朝
の
対
応
　
　
嘉
藤

で
あ
っ
た
）
66
（

。
実
際
に
、
上
述
の
ヌ
ー
ル
・
ア
ル
＝
ハ
ッ
ク
ら
巡
礼
者
が
拘
束
さ
れ
る
事
件
が
発
生
し
た
後
、
ア
ウ
ラ
ン
グ
ゼ
ー
ブ
は
、

グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
の
統
治
に
つ
い
て
い
た
皇
子
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
ァ
ザ
ム
・
シ
ャ
ー
に
対
し
て
も
、
ガ
ン
ジ
・
サ
ワ
ー
イ
ー
号
略
奪
事

件
以
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
海
賊
に
よ
る
被
害
に
対
す
る
憤
り
と
、
航
路
の
危
険
な
状
況
が
改
善
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
へ
の
遺
憾
を
示
し
、

状
況
を
改
善
す
る
た
め
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
厳
格
な
対
応
を
取
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
）
67
（

。

　

ま
た
、
港
の
封
鎖
と
ス
ー
ラ
ト
商
人
の
保
有
船
の
拿
捕
に
よ
り
、
貿
易
額
と
関
税
収
入
が
減
少
し
て
い
た
こ
と
も
理
由
と
考
え
ら
れ

る
。
実
際
、
前
年
に
デ
・
ブ
ー
ル
が
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
が
受
け
た
被
害
の
補
償
を
請
求
し
た
際
、
反
対
に
、
ア
マ
ー
ナ
ト
・
ハ
ー

ン
は
、
オ
ラ
ン
ダ
船
団
が
一
七
〇
三
年
以
来
、
三
年
間
に
亘
っ
て
貿
易
の
不
振
を
引
き
起
こ
し
、
関
税
収
入
二
七
〇
万
ル
ピ
ー
が
失
わ

れ
た
と
し
て
、
会
社
に
そ
の
賠
償
を
求
め
た
）
68
（

。
こ
う
し
た
背
景
か
ら
、
県
知
事
職
に
着
任
し
た
当
初
の
ア
マ
ー
ナ
ト
・
ハ
ー
ン
は
強
硬

な
態
度
を
取
り
、
必
需
品
の
差
し
止
め
と
い
っ
た
措
置
を
講
じ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
終
的
に
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
は
貿
易

の
可
能
な
季
節
の
間
に
港
湾
の
封
鎖
を
解
除
し
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
強
硬
的
な
態
度
を
転
換
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
に
、
オ
ラ
ン
ダ
船
団
に
よ
る
ス
ー
ラ
ト
の
港
の
封
鎖
は
、
ム
ガ
ル
朝
の
体
面
に
対
し
て
も
、
実
際
の
歳
入
面
に
も
大
き

な
影
響
を
持
っ
た
。
和
解
協
定
合
意
後
、
オ
ラ
ン
ダ
船
団
が
ス
ー
ラ
ト
の
港
の
封
鎖
を
解
く
と
、
一
七
〇
七
年
に
は
、
合
計
五
七
隻
の

船
が
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
か
ら
航
行
許
可
証
を
取
得
し
、
そ
の
う
ち
二
三
隻
が
紅
海
に
向
け
て
出
発
し
た
）
69
（

。

　

一
七
〇
三
年
以
降
の
「
誓
約
書
」
の
無
効
化
を
め
ぐ
る
一
連
の
交
渉
は
、
ス
ー
ラ
ト
県
知
事
ま
た
は
そ
の
代
理
人
と
の
間
で
お
こ
な

わ
れ
た
。
一
七
〇
四
年
の
ナ
ジ
ャ
ー
バ
ト
・
ハ
ー
ン
と
の
交
渉
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ス
ー
ラ
ト
県
知
事
は
、
取
る
べ
き
指
針
に
つ
い

て
宮
廷
か
ら
指
示
を
受
け
て
、
交
渉
に
臨
ん
だ
。
そ
し
て
、
ス
ー
ラ
ト
県
知
事
と
の
間
の
交
渉
に
お
い
て
合
意
が
形
成
さ
れ
る
と
、
そ

四
四
九
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の
内
容
が
宮
廷
に
報
告
さ
れ
、
改
め
て
合
意
内
容
を
承
認
す
る
勅
令
が
発
布
さ
れ
る
と
い
う
形
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
後
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
が
拿
捕
し
た
船
と
商
品
の
返
還
と
、
商
人
側
か
ら
会
社
へ
の
賠
償
金
の
支
払
い
は
、
漸
次
進
め

ら
れ
て
い
き
、
一
七
一
一
年
四
月
ま
で
に
そ
の
清
算
は
完
了
し
た
）
70
（

。
そ
の
間
、
シ
ャ
ー
・
ア
ー
ラ
ム
が
継
承
戦
争
に
勝
利
し
て
そ
の
政

権
が
安
定
す
る
と
、
ム
ガ
ル
宮
廷
へ
と
使
節
が
派
遣
さ
れ
、
一
七
〇
九
年
一
月
三
〇
日
付
勅
令
で
、
シ
ャ
ー
・
ア
ー
ラ
ム
に
よ
っ
て
一

七
〇
七
年
の
和
解
協
定
の
内
容
が
正
式
に
追
認
さ
れ
た
）
71
（

。
こ
う
し
て
、
一
七
〇
三
年
以
来
の
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
と
ス
ー
ラ
ト
地

方
当
局
、
ス
ー
ラ
ト
商
人
の
間
の
係
争
は
解
決
を
見
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

お　

わ　

り　

に

　

本
稿
で
は
、
一
六
九
〇
年
代
か
ら
一
七
〇
〇
年
代
に
か
け
て
イ
ン
ド
洋
西
海
域
で
生
じ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
海
賊
問
題
に
関
し
て
、
ム

ガ
ル
朝
の
対
応
や
そ
の
背
景
、
こ
れ
に
対
す
る
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
反
応
を
分
析
し
た
。
ま
ず
、
ム
ガ
ル
朝
の
海
賊
問
題
へ
の

対
応
に
つ
い
て
、
ス
ー
ラ
ト
県
知
事
が
初
動
段
階
で
の
対
策
を
取
り
、
そ
の
後
、
報
告
を
受
け
た
ム
ガ
ル
宮
廷
が
そ
の
是
非
を
判
断
し

て
正
式
な
処
遇
を
決
定
し
た
。
ま
た
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
と
の
交
渉
の
際
に
は
、
基
本
的
に
ス
ー
ラ
ト
県
知
事
が
対
応
し
、
両

者
の
間
で
形
成
さ
れ
た
合
意
を
、
そ
の
後
、
宮
廷
が
勅
令
に
よ
っ
て
正
式
に
認
可
し
た
。
多
く
の
場
合
、
ス
ー
ラ
ト
県
知
事
の
措
置
は

そ
の
ま
ま
宮
廷
に
よ
っ
て
是
認
さ
れ
て
お
り
、
ス
ー
ラ
ト
県
知
事
は
こ
う
し
た
海
賊
問
題
に
対
応
す
る
上
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。

　

一
方
で
、
ム
ガ
ル
宮
廷
は
必
ず
し
も
ス
ー
ラ
ト
県
知
事
の
判
断
を
支
持
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
宮
廷
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
海
賊
問
題

に
つ
い
て
状
況
を
逐
一
把
握
し
て
、
独
自
に
判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
海
賊
問
題
へ

四
五
〇
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
海
賊
と
ム
ガ
ル
朝
の
対
応
　
　
嘉
藤

の
ム
ガ
ル
朝
の
対
応
を
見
て
く
る
と
、
ス
ー
ラ
ト
地
方
当
局
と
ム
ガ
ル
宮
廷
は
緊
密
な
関
係
に
あ
り
、
問
題
の
裁
定
に
お
い
て
宮
廷
が

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ム
ガ
ル
朝
が
海
事
に
対
し
て
不
干
渉
・
無
関
心
と
い
う
立
場
を
と
っ
た
と

い
う
ピ
ア
ソ
ン
と
ダ
ー
ス
グ
プ
タ
の
主
張
は
、
一
七
世
紀
末
か
ら
一
八
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
地
方
に
お
い
て
も
当
て

は
ま
ら
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

次
に
、
ム
ガ
ル
朝
が
海
賊
問
題
に
際
し
て
、
自
国
の
臣
民
の
航
海
の
た
め
に
主
張
し
た
内
容
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ム
ガ
ル
朝
側
の
要

求
は
、
安
全
な
航
行
を
守
る
た
め
の
護
送
船
の
提
供
、
海
賊
の
捜
索
と
拘
束
、
商
品
や
現
金
の
奪
還
も
し
く
は
被
害
者
へ
の
損
害
賠
償

で
一
貫
し
て
い
た
。
翻
っ
て
見
れ
ば
、
ム
ガ
ル
朝
側
は
、
こ
れ
ら
を
為
政
者
が
海
上
交
通
に
お
い
て
保
障
す
べ
き
も
の
と
認
識
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
は
、
ム
ガ
ル
朝
が
陸
上
交
通
に
お
い
て
旅
行
者
に
対
し
て
保
障
し
た
内
容
と
相
似
し
て
い
る
。
ム
ガ

ル
朝
に
お
い
て
、
交
通
路
の
保
全
は
統
治
上
の
主
要
な
義
務
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
強
盗
な
ど
が
発
生
し
た
際
、
そ
の
土
地
を

管
轄
す
る
役
人
は
、
犯
人
を
捜
索
し
て
略
奪
さ
れ
た
商
品
や
現
金
を
奪
還
す
る
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
被
害
者
に
対
し
て
被
害
の
補
償

を
す
る
責
務
を
負
っ
た
）
72
（

。
ム
ガ
ル
朝
は
、
陸
上
交
通
と
同
等
に
、
海
上
交
通
を
保
全
す
る
意
図
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ム
ガ
ル
朝
は
上
記
の
主
張
に
基
づ
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
会
社
に
対
し
て
様
々
な
措
置
を
講
じ
た
が
、
必
ず
し
も
強
硬
的
で
は
な
く
、

現
実
的
な
提
案
を
お
こ
な
い
妥
協
的
な
態
度
も
示
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
巡
礼
船
の
派
遣
と
関
税
収
入
の
確
保
と
い
う
事
情
が
あ
っ

た
。
こ
れ
は
、
一
七
〇
四
年
の
ナ
ジ
ャ
ー
バ
ト
・
ハ
ー
ン
へ
の
ア
ウ
ラ
ン
グ
ゼ
ー
ブ
の
指
示
や
一
七
〇
五
年
と
一
七
〇
六
年
に
お
け
る

ア
マ
ー
ナ
ト
・
ハ
ー
ン
の
態
度
の
変
化
に
顕
著
に
示
さ
れ
て
い
る
）
73
（

。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
対
す
る
貿
易
活
動
の
禁
止
は
、
こ
れ
に
関
わ
る

商
業
活
動
に
も
影
響
を
与
え
、
ス
ー
ラ
ト
の
経
済
に
混
乱
を
も
た
ら
し
た
。
ま
た
、
時
に
港
の
封
鎖
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
報
復
を

四
五
一



88

東
　
　
洋
　
　
学
　
　
報

第
一
〇
〇
巻
　

第
四
号

招
い
た
。
そ
の
場
合
、
巡
礼
船
の
派
遣
を
お
こ
な
う
こ
と
は
で
き
ず
、
ス
ー
ラ
ト
に
お
け
る
貿
易
も
完
全
に
停
止
し
て
関
税
収
入
は
大

き
く
低
減
し
た
。
そ
の
た
め
、
ム
ガ
ル
朝
側
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
対
す
る
貿
易
活
動
の
禁
止
措
置
を
慎
重
に
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
側
は
、
こ
の
よ
う
に
ム
ガ
ル
朝
側
が
貿
易
の
利
益
と
関
税
収
入
の
重
要
性
に
つ
い
て
十
分
に
認
識
し
て
い

る
こ
と
を
把
握
し
て
い
た
。
そ
れ
は
一
六
九
三
年
の
ス
ー
ラ
ト
商
館
員
の
反
応
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
確
か
に
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン

ド
会
社
の
ア
ジ
ア
間
貿
易
に
と
っ
て
ス
ー
ラ
ト
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
と
い
う
事
情
が
、
会
社
が
ス
ー
ラ
ト
に
お
け
る
貿
易
活

動
の
継
続
の
た
め
に
交
渉
を
続
け
た
大
き
な
理
由
で
あ
ろ
う
）
74
（

。
と
は
い
え
、
ム
ガ
ル
朝
か
ら
様
々
な
措
置
を
受
け
て
損
害
を
出
し
つ
つ

も
、
粘
り
強
く
交
渉
を
続
け
た
の
は
、
ム
ガ
ル
朝
が
決
し
て
貿
易
な
ど
商
業
を
度
外
視
す
る
話
の
通
じ
な
い
相
手
で
は
な
い
と
い
う
理

解
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ス
ー
ラ
ト
に
お
け
る
貿
易
や
航
海
に
は
相
互
の
利
益
が
大
き
く
絡
ん
で
お
り
、
決
定
的
な
対
立
状
態
に
陥
る
前
に
何

と
か
妥
協
点
が
探
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、「
誓
約
書
」
の
事
例
の
よ
う
に
、
ス
ー
ラ
ト
の
商
人
の
行
動
に
よ
り
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社

が
損
害
が
被
っ
た
場
合
に
は
、
ム
ガ
ル
朝
は
そ
の
是
正
の
た
め
に
行
動
す
る
こ
と
す
ら
あ
っ
た
。
サ
ル
カ
ー
ル
ら
が
述
べ
た
通
り
、
そ

れ
ぞ
れ
陸
と
海
で
優
位
性
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
貿
易
と
い
う
共
通
の
利
益
も
存
在
し
た
た
め
、
ム
ガ
ル
朝
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
会
社
の
関

係
は
必
ず
し
も
対
立
的
に
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
ス
ー
ラ
ト
地
方
当
局
と
ム
ガ
ル
宮
廷
は
密
接
な
関
係
を
保
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
上
述
の
経

済
的
・
宗
教
的
な
側
面
に
加
え
て
、
ム
ガ
ル
朝
が
港
市
行
政
に
お
い
て
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
よ
う
に
領
内
の
遠
隔
な
複
数
の

四
五
二
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場
所
で
活
動
す
る
者
に
対
峙
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
た
め
、
ム
ガ
ル
宮
廷
が
勅
令
に
よ
っ
て
全
土
に
対
し
て
措
置
を
講
じ
る
必
要
が
あ
っ

た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ム
ガ
ル
朝
の
地
方
・
中
央
関
係
に
関
し
て
は
、
近
年
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
想
定
さ
れ
て
き
た
皇
帝
を

頂
点
と
す
る
強
固
な
中
央
集
権
的
統
治
体
制
が
見
直
さ
れ
、
地
方
に
お
い
て
は
、
ム
ガ
ル
宮
廷
や
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
役
人
は
、
在

地
社
会
の
諸
集
団
間
の
調
整
役
を
担
っ
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
見
解
も
示
さ
れ
て
い
る
）
75
（

。
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
地
方
に
関
し
て
も
、
F
・
ハ

サ
ン
が
、
ム
ガ
ル
朝
に
よ
る
統
治
は
ザ
ミ
ー
ン
ダ
ー
ル
な
ど
の
地
方
有
力
者
層
や
商
人
層
の
政
治
参
加
に
よ
り
実
現
さ
れ
た
こ
と
を
指

摘
し
て
、
ム
ガ
ル
朝
の
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
地
方
統
治
に
自
治
的
な
傾
向
が
見
ら
れ
た
こ
と
を
議
論
し
て
い
る
）
76
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
の

議
論
は
、
ス
ー
ラ
ト
の
よ
う
に
経
済
面
に
加
え
て
、
宗
教
面
、
政
治
・
外
交
面
で
重
要
な
港
市
の
行
政
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
、
在

地
有
力
者
層
の
政
治
参
加
の
み
で
は
解
決
で
き
な
い
問
題
が
存
在
し
、
ム
ガ
ル
宮
廷
か
ら
指
示
や
介
入
が
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
。

こ
の
よ
う
に
、
ム
ガ
ル
朝
の
統
治
体
制
に
つ
い
て
、
港
市
行
政
か
ら
再
考
す
る
こ
と
で
、
そ
の
地
方
統
治
の
実
態
に
関
す
る
新
た
な
側

面
を
明
ら
か
に
し
、
よ
り
多
面
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。

註（
1
）　

本
稿
で
は
、
イ
ン
ド
洋
西
海
域
に
つ
い
て
、
紅
海
と
ペ
ル
シ
ア

湾
を
含
め
た
ア
フ
リ
カ
大
陸
東
岸
か
ら
イ
ン
ド
亜
大
陸
西
岸
に
至
る

海
域
と
定
義
す
る
。

（
２
）　J. B

iddulph, The Pirates of M
alabar and an Englishw

om
an 

in India Tw
o H

undred Years Ago, London: Sm
ith, Elder and C

o., 

1907, pp. 1–68.

（
3
）　A

. W
right, Annesley of Surat and H

is Tim
es: The True Story 

of the M
ythical W

esley Fortune, London: A
ndrew

 M
elrose, 1918, 

pp. 155–298.
（
４
）　J. Sarkar, H

istory of Aurangzib: Based on O
riginal Sources, 

Vol. 5, C
alcutta: M

. C
. Sarkar and Sons, 1924, pp. 340–358.四

五
三
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（
５
）　S. H

. A
skari, “M

ughal N
aval W

eakness and A
urangzeb’s 

A
ttitude tow

ards the Traders and Pirates on the W
estern C

oast”, 

Proceedings of Indian H
istory C

ongress, 24
th Session, D

elhi, 

1961, pp. 162–170; N
. K

. M
ishra, “Som

e A
spects of Piracy in 

Early Eighteenth C
entury W

estern India”, Proceedings of Indian 

H
istory C

ongress, 32
nd Session, Jabalpur, 1970, pp. 398–404. 

（
６
）　A

. D
as G

upta, Indian M
erchants and the D

ecline of Surat, 

c. 1700–1750, W
iesbaden: Franz Steiner Verlag, 1979, pp. 94–

138.

（
７
）　M

. N
. Pearson, M

erchants and Rulers in G
ujarat: The Res-

ponse to the Portuguese in the Sixteenth C
entury, B

erkley: 

U
niversity of C

alifornia Press, 1976, pp. 1–6; D
as G

upta, Indian 

M
erchants, p. 15.

（
８
）　H

irom
u N

agashim
a, “M

erchants and R
ulers in G

ujarat dur-

ing the 17
th C

entury”, in H
. I. H

. Prince Takahito M
ikasa (ed.), 

C
ultural and Econom

ic Relations betw
een East and W

est: Sea 

Routes, W
iesbaden: O

tto H
arrassow

its, 1988, pp. 89–96. 

グ
ジ
ャ

ラ
ー
ト
地
方
に
お
け
る
ム
ガ
ル
朝
の
地
方
・
中
央
関
係
お
よ
び
海
事

に
対
す
る
態
度
に
関
す
る
一
連
の
議
論
に
つ
い
て
の
さ
ら
な
る
詳
細

は
、
次
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。
長
島
弘
「
ム
ガ
ル
期
イ
ン
ド
の
グ

ジ
ャ
ラ
ー
ト
地
方
に
お
け
る
商
人
と
国
家　
　

諸
説
の
紹
介
と
検
討

　
　

」
太
田
信
宏
（
編
）『
前
近
代
南
ア
ジ
ア
社
会
に
お
け
る
ま
と
ま

り
と
つ
な
が
り
』
東
京
外
国
語
大
学
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化

研
究
所
、
二
〇
一
七
年
、
九
七
―
一
三
五
頁
。

（
9
）　W

. Ph. C
oolhaas et al. (eds.), G

enerale M
issiven van G

ou-

verneur-G
eneraal en Raden aan H

eren XVII der Verenigde 

O
ostindische C

om
pagnie, 

3 vols., ‘s-G
ravenhage: M

artinus 

N
ijhoff, 1960–2007.

（
10
）　P. van D

am
, Beschryvinge van de O

ostindische C
om

pangie, 

ed. by F. W
. Stapel, 4

 vols., ‘s-G
ravenhage: M

artinus N
ijhoff, 

1927–1954; F. W
. Stapel (ed.), C

orpus D
iplom

aticum
 N

eerlando-

Indicum
: Verzam

eling van politieke contracten en verdere 

verdragen door de N
ederlanders in het O

osten gesloten, van 

privilegebrieven, aan het verleend, enz., 6
 vols., ‘s-G

ravenhage: 

M
artinus N

ijhoff, 1907–1955.

（
11
）　B

iddulph, The Pirates of M
alabar, pp. 7–8.

（
12
）　B

iddulph, The Pirates of M
alabar, pp. 12–13, 36, 38–45; 

W
right, Annesley of Surat, p. 157; E. A

. A
lpers, The Indian 

O
cean in W

orld H
istory, N

ew
 York: O

xford U
niversity Press, 

2014, p. 86.
（
13
）　M

. N
. Pearson, Pilgrim

age to M
ecca: The Indian Experi-

ence, 1500–1800, Princeton: M
arkus W

iener Publishers, 1996, 

四
五
四
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イ
ン
ド
洋
西
海
域
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
海
賊
と
ム
ガ
ル
朝
の
対
応
　
　
嘉
藤

pp. 107–121; O
m

 Prakash, Bullion for G
oods: European and 

Indian M
erchants in the Indian O

cean Trade, 1500–1800, N
ew

 

D
elhi: M

anohar, 2004, pp. 326–336.

（
14
）　

ム
ガ
ル
朝
領
内
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
会
社
の
貿
易
活
動
に

つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
。O

m
 Prakash, European 

C
om

m
ercial E

nterprise in P
re-colonial India, C

am
bridge: 

C
am

bridge U
niversity Press, 1998.

（
15
）　C

oolhaas, G
enerale M

issiven, Vol. 5, ‘s-G
ravenhage: M

arti-

nus N
ijhoff, 1975, p. 501.

（
16
）　B

iddulph, The Pirates of M
alabar, p. 8; D

as G
upta, Indian 

M
erchants, p. 26.

（
17
）　C

oolhaas, G
enerale M

issiven, Vol. 5, p. 556.

（
18
）　Stapel, C

orpus D
iplom

aticum
, Vol. 4, ‘s-G

ravenhage: M
arti-

nus N
ijhoff, 1935, pp. 22–23, “Translaat copia hasbul-hockum

 

van den rijxcancelier A
sset-chan, verleent op den duan M

ier 

M
am

eth Sadek in Pattena”, 
1

 Feb. 1693; C
oolhaas, G

enerale 

M
issiven, Vol. 5, p. 643.

（
19
）　C

oolhaas, G
enerale M

issiven, Vol. 5, p. 643.

（
20
）　C
oolhaas, G

enerale M
issiven, Vol. 5, p. 663.

（
21
）　N

A
: V

O
C

 9053, pp. 476–477, M
issive van Surat aan B

ata-

via, 
7 Sep. 1695.

（
22
）　IO

R
/E/3/51, f. 193r, O

C
 6085, Letter from

 Sam
uel A

nne-

sley at Surat to John G
ayer at B

om
bay, 

0 Sep. 1695; N
A

: V
O

C
 

9053, p. 478, M
issive, 

7 Sep. 1695.

（
23
）　IO

R
/E/3/51, ff. 214r–v, O

C
 6096, Letter from

 Sam
uel A

nn-

esley at Surat to John G
ayer at B

om
bay, 

2 O
ct. 1695; N

A
: V

O
C

 

9053, pp. 482–483, M
issive, 

7 Sep. 1695. 

ガ
ン
ジ
・
サ
ワ
ー
イ
ー

号
や
ガ
フ
ー
ル
の
船
を
襲
っ
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
海
賊
ヘ
ン
リ
ー
・

エ
ヴ
リ
ー
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
（B

iddulph, Pirates of M
alabar, pp. 

24–25

）。

（
24
）　N

A
: V

O
C

 9053, pp. 483, 485, M
issive, 

7 Sep. 1695; Van 

D
am

, Beschryvinge, Vol. 2, Pt. 3, ‘s-G
ravenhage: M

artinus 

N
ijhoff, 1939, p. 55.

（
25
）　N

A
: V

O
C

 9053, pp. 485–488, M
issive, 

7 Sep. 1695.

（
26
）　N

A
: V

O
C

 9053, pp. 489, 492, M
issive, 

7 Sep. 1695.

（
27
）　N

A
: V

O
C

 9054, pp. 60–61, M
issive van Surat aan B

atavia, 

8 D
ec. 1695; C

oolhaas, G
enerale M

issiven, Vol. 5, pp. 806–807.

（
28
）　C

oolhaas, G
enerale M

issiven, Vol. 5, p. 770.

（
29
）　C

oolhaas, G
enerale M

issiven, Vol. 5, p. 807.
（
30
）　C

oolhaas, G
enerale M

issiven, Vol. 5, p. 808.
（
31
）　

真
下
裕
之
「
イ
ン
ド
洋
海
域
史
に
お
け
る
17
世
紀
前
半
イ
ン
ド

西
海
岸
の
港
市Surat

の
一
側
面
」『
海
港
都
市
文
化
交
渉
学
』
一
、

四
五
五
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二
〇
〇
九
年
、
五
八
―
六
一
頁
。

（
32
）　D

as G
upta, Indian M

erchants, p. 98.

（
33
）　

以
下
で
述
べ
る
証
書
の
内
容
は
、
次
に
挙
げ
る
史
料
に
基
づ
く
。

N
A

: V
O

C
 9054, pp. 348–352, “A

cte van reprom
is die door de 

m
akelaars R

itsengdas en B
agw

aandas m
itsgaders den hofganger 

Tricum
das gesegt w

as door den M
oorsen gouverneur te zijn 

geagreëert en aengenom
en te tekenen”, 

6 Sep. 1696; “A
cte van 

verbandschrift die den heer com
m

issaris aen den M
oorsen 

gouverneur gepresenteert en aengenom
en heeft te tekenen”, 

6 

Sep. 1696.

（
34
）　

ダ
ー
ス
グ
プ
タ
は
、
証
書
に
よ
っ
て
供
出
が
約
束
さ
れ
た
一
〇

〇
〇
カ
ン
デ
ィ
級
の
船
を
「
大
型
船
」
と
捉
え
て
い
る
（D

as G
upta, 

Indian M
erchants, p. 

9

）。

（
35
）　N

A
: V

O
C

 9053, pp. 486–487, M
issive, 

7 Sep. 1695.

（
36
）　C

oolhaas, G
enerale M

issiven, Vol. 6, ‘s-G
ravenhage: M

arti-

nus N
ijhoff, 1976, p. 40.

（
37
）　Van D

am
, Beschryvinge, Vol. 2, Pt. 3, p. 56.

（
38
）　N

A
: V

O
C

 9054, 
.

（
39
）　Van D

am
, Beschryvinge, Vol. 2, Pt. 3, p. 56.

（
40
）　C

oolhaas, G
enerale M

issiven, Vol. 6, p. 86.

（
41
）　C

oolhaas, G
enerale M

issiven, Vol. 6, p. 40.

（
42
）　C
oolhaas, G

enerale M
issiven, Vol. 6, pp. 85–86; Stapel, 

C
or-pus D

iplom
aticum

, Vol. 4, pp. 144–145, “Translaet copia 

hasbul-hockum
 ter ordre van Sijn M

ayesteyt”, 
8 D

ec. 1698.

（
43
）　C

oolhaas, G
enerale M

issiven, Vol. 6, p. 85; Stapel, C
orpus 

D
iplom

aticum
, Vol. 4, pp. 145–146, “Translaet copia hasbul-

huckm
”, 

8 D
ec. 1698.

（
44
）　Stapel, C

orpus D
iplom

aticum
, Vol. 4, pp. 150–152, “Trans-

laet Persiaens verbandschrift door den gouverneur A
m

m
anet-

chan van den heer directeur Pieter K
etting en raed gepretendeerd 

en door dw
ang verleent”, 4

 Feb. 1699.

（
45
）　Van D

am
, Beschryvinge, Vol. 2, Pt. 3, pp. 56–57.

（
46
）　Van D

am
, Beschryvinge, Vol. 2, Pt. 3, p. 57.

（
47
）　N

A
: V

O
C

 1642, ff. 1105r–v, G
M

, 
1 D

ec. 1701; V
O

C
 1651, 

（
48
）　C

oolhaas, G
enerale M

issiven, Vol. 6, p. 84; Van D
am

, Bes-

chryvinge, Vol. 2, Pt. 3, p. 58.

（
49
）　

1642, ff. 1102r-1103r, G
M

, 
1 D

ec. 1701; C
oolhaas, G

enerale 

M
issiven, Vol. 6, p. 134.

（
50
）　

Beschryvinge, Vol. 2, Pt. 3, p. 59.

四
五
六
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イ
ン
ド
洋
西
海
域
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
海
賊
と
ム
ガ
ル
朝
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対
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嘉
藤

（
51
）　N

A
: V

O
C

 1651, ff. 221v–223v, G
M

, 
0 N

ov. 1702.
（
52
）　N

A
: V

O
C

 1668, f. 207v, G
M

, 1 D
ec. 1703; V

O
C

 1670, ff.

　

945v–946r, G
M

, 1 Feb. 1704; V
O

C
 1681, ff. 210v–211v, G

M
, 

3（
53
）　N

A
: V

O
C

 1681, ff. 209v, 211v–212v, G
M

, 
0 N

ov. 1704; 

IO
R

/G
/36/8, pp. 984, 987–989, D

iary, Surat, 13, 24, 
6 D

ec. 

1703, 2
 Jan. 1704.

（
54
）　Stapel, C

orpus D
iplom

aticum
, Vol. 4, pp. 221–224, “Tra-

nslaet copia van een hasbul-hockum
 van den M

ogol op den 

Suratsen gouverneur N
esjabet-chan en door denselven aen den 

Ed. heer directeur Pieter de Vos gedaen overgeven”, 
4 Feb. 

1704; “Translaet van een origineel geschrift, door den Souratsen 

gouverneur N
esjabet-chan den E.E. heer directeur Pieter de Vos 

ter hant gesteld, w
aerby den eerstgenoem

de de m
oetsilca d’ anno 

1699 onder seeckere voorw
aerden ter ordre van den koningh 

annulleert en te niet doet”, 8 M
ar. 1704; “Translaat van een 

inscriptie, by den Souratsen gouverneur N
esjabet-chan 

eygenhandigh gem
aekt en gestelt op de copia-m

oetsilca, die 

denselven den E
. heer directeur P

ieter de V
os heeft 

overgegeven”, 8
 M

ar. 1704. 

サ
ル
カ
ー
ル
は
、
ム
ガ
ル
宮
廷
に
仕

え
た
イ
タ
リ
ア
人
マ
ヌ
ッ
チ
の
記
述
に
基
づ
い
て
、
こ
の
時
点
で
イ

ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
人
に
関
す
る
「
誓
約
書
」
も
無
効
化
さ
れ
た
と

し
て
い
る
（Sarkar, H

istory of Aurangzib, Vol. 5, p. 
7

）。

（
55
）　N

A
: V

O
C

 1681, ff. 214r–215v, G
M

, 
0 N

ov. 1704.

（
56
）　N

A
: V

O
C

 1681, ff. 215r–216r, 217r–v, 219r–220r, G
M

, 
0 

N
ov. 1704.

（
57
）　N

A
: V

O
C

 1714, pp. 28–30, “Translaat Persiaanse m
issive 

door den w
ackenaw

ees, M
ier M

oesa, nevens dem
 diw

an 

N
ehaalsjent aan den Ed. A

gtb. heer directeur Pieter de Vos”, 
1 

Feb. 1705; Sarkar, H
istory of Aurangzib, Vol. 5, p. 358.

（
58
）　N

A
: V

O
C

 1696, ff. 291v–293r, G
M

, 
0 N

ov. 1705.

（
59
）　N

A
: V

O
C

 1696, ff. 290r–291v, 293r, G
M

, 

, 
, ed. by S. N

. A
li, B

aroda: 

O
riental Institute, 1928, Vol. 1, pp. 350–351.

（
60
）　N

A
: V

O
C

 1717, pp. 70–71, D
agregister onder M

eijndert de 

B
oer, 8

 D
ec. 1705. 

前
出
の
ア
マ
ー
ナ
ト
・
ハ
ー
ン
は
一
六
九
九
年

末
に
死
去
し
て
お
り
、
同
じ
称
号
を
持
つ
別
人
で
あ
る
。
ス
ー
ラ
ト

県
知
事
の
在
任
期
間
に
つ
い
て
は
、
下
記
の
文
献
が
参
考
に
な
る
が
、

イ
ッ
テ
ィ
マ
ー
ド
・
ハ
ー
ン
の
在
任
期
間
に
つ
い
て
は
、
本
稿
と
は

齟
齬
が
あ
る
。
長
島
弘
「
ム
ガ
ル
帝
国
ス
ー
ラ
ト
県
知
事
（

）

交
替
表
（1605-1707

）」『
調
査
と
研
究
』
一
四
（
一
）、
一
九
八
三

年
、
六
九
―
八
〇
頁
。

四
五
七
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（
61
）　N

A
: V

O
C

 1696, ff. 294r–296r, G
M

, 
0 N

ov. 1705; V
O

C
 

1716, ff. 372r–377r, G
M

, 
0 N

ov. 1706.

（
62
）　N

A
: V

O
C

 1716, ff. 378r–378v, 379v–381v, G
M

, 
0 N

ov. 

1706.

（
63
）　

ス
ワ
ー
リ
ー
港
は
一
七
世
紀
初
頭
以
降
に
開
発
さ
れ
た
ス
ー
ラ

ト
の
外
港
で
あ
り
、
主
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
利
用
し
た
（
嘉
藤
慎
作

「
17
世
紀
に
お
け
る
港
市
ス
ー
ラ
ト
の
形
成　
　

ス
ー
ラ
ト
市
と
ス

ワ
ー
リ
ー
港　
　

」『
南
ア
ジ
ア
研
究
』
二
九
、
二
〇
一
七
年
、
三
三

―
五
八
頁
）。

（
64
）　N

A
: V

O
C

 1735, ff. 628v–633r, G
M

, 
0 N

ov. 1707; V
O

C
 

1746, pp. 444–446, R
esolutie, Surat, 

4 Jan. 1707.

（
65
）　N

A
: V

O
C

 1735, ff. 635r–636v, 639v–640v, G
M

, 
0 N

ov. 

1707.

（
66
）　N

A
: V

O
C

 1735, ff. 634v–635r, G
M

, 
0 N

ov. 1707.

（
67
）　

, Vol. 1, p. 353.

（
68
）　N

A
: V

O
C

 1716, f. 392r, G
M

, 
0 N

ov. 1706.

（
69
）　N

A
: V

O
C

 1735, ff. 634r–v, G
M

, 
0 N

ov. 1707.

（
70
）　N

A
: V

O
C

 1799, f. 344r, G
M

, 
0 N

ov. 1711.

（
71
）　N
A

: V
O

C
 1797, pp. 192–195, “Translaat Persiaans ferm

an 

tot gehoorsam
ing van de nieuw

 verleende previlegiën door den 

koning sjah A
lim

 B
hadur aan d’ E N

ederlandse C
om

p., op den 

naam
 van den E. heer directeur Joan G

rotenhuys affgegeven”, 
0 

Jan. 1709.

（
72
）　I. H

abib, The Agrarian System
 of M

ughal India, 1556–1707, 

Third Edition, N
ew

 D
elhi: O

xford U
niversity Press, 2014, p. 75.

（
73
）　

こ
の
他
、
ス
ー
ラ
ト
の
商
人
が
、
ア
ウ
ラ
ン
グ
ゼ
ー
ブ
に
対
し

て
全
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
貿
易
を
停
止
す
る
こ
と
で
航
路
の
安
全

を
確
保
す
る
よ
う
に
仕
向
け
る
こ
と
を
提
案
し
た
際
、
ア
ウ
ラ
ン
グ

ゼ
ー
ブ
は
関
税
収
入
が
低
減
す
る
こ
と
を
懸
念
し
て
い
た
と
い
う

（A
skari, M

ughal N
aval W

eakness, p. 
7

）。

（
74
）　

ア
ジ
ア
域
内
で
獲
得
し
た
商
品
を
ア
ジ
ア
の
他
地
域
で
販
売
す

る
ア
ジ
ア
間
貿
易
は
、
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
に
よ
る
貿
易
活
動

の
基
幹
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
ス
ー
ラ
ト
は
香
辛
料
や
日
本
銅
の
一
大

市
場
で
あ
り
、
一
八
世
紀
初
頭
時
点
で
の
ア
ジ
ア
に
お
け
る
販
売
粗

利
益
の
一
五
％
を
ス
ー
ラ
ト
商
館
が
占
め
た
（
島
田
竜
登
「
一
八
世

紀
前
半
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
の
ア
ジ
ア
間
貿
易
」『
西

南
学
院
大
学
経
済
学
論
集
』
四
三
（
一
・
二
）、
二
〇
〇
八
年
、
三
七

―
三
八
、
五
五
頁
）。
一
方
、
一
六
六
〇
年
代
以
降
、
綿
布
や
藍
と
共

に
、
ス
ー
ラ
ト
か
ら
は
香
辛
料
等
の
販
売
で
獲
得
し
た
銀
を
輸
出
し
、

ベ
ン
ガ
ル
や
ス
リ
ラ
ン
カ
な
ど
他
商
館
の
購
入
資
金
と
し
て
い
た

（Prakash, European C
om

m
ercial Enterprise, p. 

4

）。

（
75
）　S. A

lavi “Introduction”, in S. A
lavi (ed.), The Eighteenth 
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provisional soup kitchens, deciding rather to choose sites which did not over-
lap with existing ones. Moreover, the rule that provisional kitchens at the 
gates be located at the Inner-City gates was expanded to include kitchens at 
the Outer-City gates. The closure of the provisional facilities was implement-

-
ture government planned the operation of soup kitchens in and around Bei-
jing Castle in holistic, organic terms.
     It was in this way that provisional soup kitchens were designed to serve 
transients in the region rather than the resident population of the suburbs, in 
response to changes occurring both in Qing Dynasty governance and social 
conditions during the latter part of the 19th century.

European Piracy in the Western Indian Ocean and the Response
of the Mughal Government: An Analysis of the Negotiations between

the Mughal Government and the Dutch East India Company (c. 1690–1710)

KATO Shinsaku

     From the 1690s onward, European pirates frequently plundered the 
sailing ships of Mughal subjects in the Western Indian Ocean. In response to 
such acts, the Mughal government demanded the European East India com-
panies at Surat to investigate and root out the pirates under threat of prohibit-
ing trade, which created a stalemate requiring the Mughal government and 
the companies to negotiate a settlement. This article explores the negotiation 
between the Mughal government and the Dutch East India Company (Verenig-
de Oostindische Compagnie, VOC), examining the following three aspects.
     First, the author examines the respective roles played by the Mughal 
court and its local authorities at Surat in response to the acts of piracy. The 
governor of Surat took some measures against the piracy upon hearing the 
news of it, and reported the measures to the court for the court’s approval. 
When the court judged them inappropriate, it gave the governor instructions 
about a proper course of action. The court kept in close contact with the local 
authorities in order to take more effective measures, and played an important 
role in the response to the acts of piracy.

iii



     Next, the author investigates the attitude of the Mughal government to-
wards maritime navigation conducted by its subjects, by focusing on its de-
mands made to the VOC. The government intended to provide a convoy for 
the ships of Mughal subjects on the sea, to search for and capture pirates, as 
well as either to return the cargoes plundered by those pirates or else to com-
pensate for any losses, with the help of the VOC. This was similar to the se-
curity which the Mughal government guaranteed travellers by land within its 
territory. The government intended to secure maritime navigation to the same 
extent that it did land transportation.
     Finally, the author analyses the VOC’s perception of the Mughal gov-
ernment’s response and the VOC’s counter-response. The government not 
only adopted harsh measures toward the VOC, but also adopted an attitude of 
compromise at times, taking into consideration the impact of its measures on 
customs revenue at Surat and the annual dispatch of pilgrim ships to Mecca. 
As the VOC recognised such intention on the part of the Mughal government, 
it continued to negotiate with the government so that it could resume its trad-
ing activities there, while taking such retaliatory measures as capturing mer-
chant ships and blockading the port of Surat at times.

The Fictive Kinship of the Safavids and the Mughals in Diplomatic Relations
since the Seventeenth Century: Diplomatic Correspondence

on the Qandahar Dispute

TOKUNAGA Yoshiaki

     Scholars believe that Safavid Iran (1501–1722) and Mughal India 
(1526–1858) emphasized their friendly relations with each other and peace 
was established for many years. It is typical of their good relationship that 
their monarchs referred to each other in diplomatic correspondence as family 
members since the seventeenth century. However, detailed analyses of this 
diplomatic practice have not been conducted. Why did these two empires 
continue this practice over several generations? To investigate this practice, 
this study analyzed the usages of terms and expressions indicative of their 

-
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